
国立病院機構の結核病床と呼吸器疾患研究ネツトワ■クの状況
結核病床を有する病院は53病院あり1うち30病院が呼吸器疾患研究ネットウークに参加

一
“

都道府県 病院名
綱床数

(22年 4月 )

入院患者数

(21年 度―日平均 )

ネットワーク構成病院
〈●|ま リーダー病院)

北海道

ヒ海道医療センター ５

。

１

O

目館病院 O

已川医療センター 21:8 O

静広病院 0

青森県 摯森病院 O

着手県 盛岡病院 O

富城県 雪城病院

秋田県 bきた病院 30

山影 県 コ形病院 ※ 50 O

福島県 冨島病院

茨城県 た城東病院 O

栃木県 F都富病院 100_ O

群馬県 雪群用病院 0

埼玉県 に埼玉病院 1∞  、 O

千葉県 F葉東病院 O

東京都 に京病院 :00 0

神奈川県 中奈川病院

新潟県 E新潟中央病院 O

富山県 E山病院 50 386

石川県 じ尾病院 103 O

福井県 冨井病院 25.2

山梨県 F府病院 6

長野県 につもと医療センタニ 16Ю O

崚阜県 1良医療センタ中 O

静岡県 尺竜病院 31.9 O

愛知県 颯名古屋病院 0

三二県 二重中央医療センター O

部道府県 病院名
病床数

(22年 4月 )

入院摯者敗
(21年 度一日あたり)

ネットワーク構成病院
(● はリーダー病院)

滋賀県 餞賀病院

京都府 軒京都病院 O

大阪府
丘畿中央胸部疾患センター 86.3

115.9

●

0□根山病院 200

兵庫県
モ庫青野原病院 50

100モ庫中央病院 37.2

未良県 お良医療センター       ※

和歌山県 旧歌山病院

鳥黎県 籠取医療センター O

島根県 公江医療ヤンタ
= O

岡山県 軒岡山医療センター 28.0 O

広島県 に広島医療センタニ 20.0

山口県 ロロ宇部医療センタニ 100 30:5 0

簿島県 に億島医療センタ= 0

香川県 r松医療センター 100 0

撃媛県 里媛病院 0

高知県

"知
病院 0

福岡県
六牟田病院 50

50

O

嘔岡東医療センター 23.3 O

佐賀県 颯佐賀病院

長崎県 曼崎川棚医療センター O
~熊

本県 臓本南病院 100 O

大分県 雪別府病院 ※ O

宮崎県 彗崎東病院 0

鹿児島県 打九州病院 229 O

沖縄県 中縄病院 0

計 3.223 1,460.5



: 呼吸器疾患ネツトワ■ク研究実績 (結核)|

|        ｀`
国主鵜農機構あ二

'「

ワニタを活用した多施設共向析発を実施 |

JFヽ・
N

研究課題名| 研究期間
|.:‐ :,:||:11111  i:li:

難治性結核口抗酸菌症の疫学8予防・診断・治療に関する研究 近畿中央胸部疾患センター  (28施設) H16年度 ～ H20年度

政策医療呼吸器ネットワTク構築 近畿中央胸部疾患センター  (o4施設) H16年度 ～ H20年度

高齢者結核の実態調査と治療マニュアル作成と宿主要因解析 東京病院         (24施 設) H21年度 ん H23年度

多剤耐性結核・超薬剤耐性結核 (XDR―TB)の実態調査及び迅速診
断B迅速入院法口治療法(新しい化学療法剤、外科療法等)

近畿中央胸部疾患センター  (23施設) H21年度 |～ H23年度

難治性結核(糖尿病合併結核THⅣ合併結核)の実態調査と対策、
及び難治性結核予後診断法の開発

近畿中央胸部疾患センタニ  (23施設) H21年度 ん H23年度

新しい抗リウマチ薬(インフリキシマブtエタネルセプト、アダリムマブ、
トシリズマブ等)による結核発症に対する予防・診断法の評価調査と
メカ尋ズムの解析

近畿中央胸部疾患センター
(ネットワーク
参加施設)

H22年度 ～



全国病院ネットワニクによる人的・技術的・資金的な相互支援を実施しながら、

診療・臨床研究・教育研修が一体となつた事業を展開

民間ではアプロニチが困難な医療

0国立病院機構の病床:シ ェーア■

101い神輩朱煮‐等医療観察沐|

■②筋ジネト甲フ:ィ T‐.|
■0童症心身障害■■11■ 1

11嘔毒||=|■い患青を|`■ハ
'I④結核■三:=‐■|■ :■■

J(多剤耐性結核など難治性の患者を多く受入)

O新型インフルエンザワクチン(HlNl)の臨床試験等を|

厚生労働省の要請を受けて、迅速に実施し、有効性・

安全性等を検証。
(短期間で2万人を超える被験者のデータを収集)

→ ワクチン接種回数の決定など医療政策の方針
決定に貢献

○ネットワ■クを活用したEBMのためのエビデンス
づくりの推進など臨床現場と一体となった大規模臨
1床研究を実施   ‐   .

O入院治験をはじめとする難易度の高い治験など迅速
で質の高い治験を実施

☆過去 3年間に承認された268品 目のうち
約 6割 (154品 目)の治験に参画

型インフルエンザ対

厚生労働省の要請に基づき、新型インフにンサ
゛
発生時に

検疫所等今:延べ医師237名 、看護師282名 を派遣

○災害等における活動
災害医療センターを中心とした全国の国立病院機構
災害拠点病院が国、自治体等と連携し活動

機構病院のDMAT:21病院 60チーム

☆新潟中越地震発生直後より医療班を派遣するなど、
継続的に医療支援を実施 35病院 延べ64班 派遣

O国民保護法において、国民のために医療を確保する
法的義務が課されている(国レベルでは当機構と日赤のみ)

04疾病 5事業       |
がん :60病院  循環器 :50病院
脳卒中 :33病院  糖尿病 :41病院

救急医療 救命救急センター:17病院
救急輪番参加病院 :67病院

災害拠点病院 117病院  へき地拠点病院 :7病院

尿情鯉層1:賞甚曇売智嘉
『

町サi鶏撃甲専習
:1lfr

救急輪番参加病院 :38病院
☆地域医療連携

地域医療支援病院 40病院
紹介率 55,0% 逆紹介率 441%
地域連携パス実施病院数 :65病院

○質の高い医師、看護師等の育成

臨床研修指定病院 基幹型 53病院
|   ‐

協力型 ,116病院

機構独自の専修医制度 (後期研修 )

○特定看護師 (仮称)の 育成に向けた取組

東京医療保健大学国立病院機構校の開設 (H22.4)

〇職種横断的な研修の実施
(チ■ム医療推進のための研修 )

○災害医療、EBMの推進などについて、

臨床と一体となつた質の高い 医療従事者の

研修の実施

: 1173:4%:

コ

:      :|        1 3 8.   2% |

. : 39.1%:

●
ω

ご轟轟

劇

や感染症発生時等).: 国の政策上、特に体制確保が求められる事業



資料 4

Pl

P2

|

|

|



結核に関する特定感染症予防指針 (抜粋)



:       結核予防技術者地区別講習会について

〇平成 22年度実施要領                  I
l.開催目的

保健所、市町村、指定医療機関等で結核予防事業に従事している技術者に対して

研修機会を提供することにより、結核対策に必要な最新の知識と学問の進歩に即:

応した技術の取得と向上を図る。

2.歴史的背景          `  ́         :
昭和33年 (保健師は36年)に開始され、1全国を7行政ブロック(北海道、東北、

関東 T甲信越、東海口北陸、近畿t中国・四国t九州)に分けt毎年度、ブロッ

ク内の各県持ち回りで開催。         i          ―
ア   L昭和 33年

～
平成 0年 :厚生労働省t開催 (当番)県、財団法人結核予防会

の共催 ′
口平成 10年以降 :開催 (当番)県の主催  (研修内容の企画は財団法人結核
予防会が担当)′
※結核対策特別促進事業 (国庫補助)対象   1        ′

3.受講対象

(1)都道府県t政令市、中核市、市町村(特別区を含む)の保健所及び結核予防会
に勤務する医師、診療放射線技師、保健師“看護師、その他の者

(2)感染症診査協議会委員及び指定医療機関に勤務する医師・看護師、その他の者
(3)集団健診を行つている委託医療機関に勤務する医師、診療放射線技師、保健

師 口看護師、その他の者

(4)結核対策に興味 日関心の1あ る医師、診療放射線技師、保健師コ看護師:その

他の者       ,

4:受講者数            :
受講者については特に制限しませんg開催地では多数の参加を期待いたしており

ますb    i

5.講義配置 (時間割)

、口「合同講義」は、全参加者を対象に、一会場にて行います。  1
口「三科別講義」は、医師、診療放射線技師、看護職それぞれに、三会場にて

行います。
口「特対事業 (結核対策特別促進事業)の報告・評価」は、全参加者を対象に、
一会場にて行います。

・「結核行政担当者会議」は、各都道府県・政令市 口中核市等の行政担当者の

みの参加です。
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6.講義内容

`  講習会テーマ

講義 テーマ 対象 時間 講師及び担当

合同講義 I

「今後の結核対策―予防計画の改

言丁に向けて一」

全参加者

lh

2.5h

結核予防会

合同講義 Ⅱ 全参加者

lh

2.5h

結核予防会

合同講義Ⅲ 「最近の結核対策の動向」 全参加者 lh 厚生労働省

医師講義 「結核診療の向上を目指して」 医自雨 2.5h 結核予防会

診療放射線技

師講義

「結核対策の課題と効果的な患者

発見・放射線防護の考え方」

診療放射

線技師
2.5h 結核予防会

保健師・看護師

講義

「結核のない世界をめざして～地

域 DOTSと 地域連携を通して～」

保健師・

看護師
2.5h 結核予防会

特対事業 (結核対策特別促進事業)の報告・評価 全参加者

lh

l.5h

担当 :開催県

助言者 :厚生労働省、

結核予防会

結核行政担当者会議
結核行政

担当者

1.5h

”　
２ｈ

担当 :開催県  ,
助言者 :厚生労働省、

結核予防会

*「特対事業 (結核対策特別促進事業)の報告 口評価」

平成 10年度より地域の結核問題 ,対策の格差を解消するために、県市の特対事業

の実績について発表や評価を行う場として設けている。

*「結核行政担当者会議」

平成 13年度よリブロック内の結核行政担当者の会議及び情報交換の場として設け

ている。
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●合同講義 1.I(結 核研究所)

テーマ :  '
「今後の結核対策一結核予防計画の改訂に向けで一」

講義の目的 :     ‐

本講義では、近年の結核対策の動向として、 1)′ lヽ児結核については、BCG接種と

コッホ現象、小中学校の結核健診の検討、2)患者発見については事業所健診の改正、

接触者健康診断、3)感染予防策では、施設内感染予防 :予防委員会の指針改訂、4)

結核診療については地域連携の強化、について紹介 します。今後の対策の動向につい

てはt結核に関する特定感染症予防指針/都道府県結核予防計画の改訂ついて述べる

予定です。またt今回、オプションをとして、結核管理図や結核予防計画等の情報を

用いて(地区別講習担当県の結核の現状評価と対策の展望が選択できることといたし

ま した。

講義内容 :                           ´

口結核の基礎知識         .
l BCG接種とコッホ現象
・小中学校の結核健診の検討
・事業所健診の改正

・接触者健康診断 (手引き最新版 )

・クォンティフェロン最新情報
二施設内感染予防 :日本結核病学会予防委員会の指針改訂
口低まん延化に向けた対策 :都道府県結核予防計画の改訂

外国人結核対策

病原体サーベイランス/分子疫学調査・研究

勧告に従わない感染性患者の問題など

・地域連携の強化              ・

*オ プション :「地区別講習担当県の結核の現状と展望」

講師が結核管理図の推移 と結核予防計画を用いて、現状の分析と対策の今後につ

いて展望する。

●合同講義Ⅲ (厚生労働省)  、:

テーマ :

「最近の結核対策の動向」

講義内容 :

口活動性分類の改訂
・結核医療提供体制の再構築
口結核に関する特定感染症予防指針 等

4



● 医師講義

テーマ :           ,
「結核診療の向上を目指 して」

講義の目的 :

結核の診断治療の分野においては(新 しい医療基準が施行された後の現状 と残された

課題が話題 となうています。分子疫学研究の動向について紹介 し、各検査方法に関す

る理解 を深め、正 しい利用方法の普及につなげる予定です。また、担当県の治療失敗

例や脱落例の検討 (事例を担当していた保健所の医師からの経過報告と討議および講

師からの助言)をオプションとして準備しました
`

講義内容 ゴ

"結核の診断および治療の基本
口結核医療基準 :主な変更点
口新 しい検査法 (基本を踏まえて)

OF丁-2G

OF丁- 3G

核酸増幅法による薬剤耐性診断 等     :

すオプシヨン :担当都道府県の治療失敗例 と脱落例の検討

事例を担当していた保健所の医師からの経過報告と討議および講師か らの助言

●診療放射線技師講義 .

テーマ :「結核対策の課題:と 効果的な患者発見 "放射線防護の考え方」

講義の 目的 :            '      1
1「結核対策の課題と効果的な患者発見」

保健所での診療放射線技師 (技師)の役割は、胸部エックス線撮影にとどまらず事

務的業務を中心にして結核対策全般に渡っています。講義では、結核および結核対

策の基礎的な内容を踏まえながら、感染症法に対応 した結核対策の課題や効果的な

患者発見方法を取り上げるなど、すぐにでも業務に活かせる内容を届けることを目
′

的とします。

また、感染症診査協議会に電子媒体を提出する医療機関が増えていることから、デ

ジタル画像のモニタ診断における注意点について解説します。
「放射線防護の考え方」

放射線防護の基礎知識を再確認し、被検者に対する医療被ばくにおける対応方法を

演習します。また、一般撮影における被ばく線量の測定方法を採り上げtCTやマ

ンモグラフィの測定方法についても学習します。医療機関に勤務する技師にも今後

の方向性を先取りしていただける内容ですも  |           
｀
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講義内容 :

,①結核の基礎と対策の課題                        ,
・感染と発病

「 ツ 反 と BCG口 QF丁 検 査

・直接服薬確認療法 (D O tt S)                    1
・デジタル画像のモニタ診断における課題

②効果的な患者発見
口結核ハイリスク者の早期発見            |
・接触者健診の基本的考え方:                 `
:結核医療の基準について
口新しい活動性分類

③被検者に対する放射線防護の考え方
口放射線防護の基礎知識

:・
被検者に対する対応                         、

・被ばく線量の測定法    '
*参加対象者への呼びかけ :

一般の医療機関に勤務する診療放射線技師にも有用な内容を含んでいるため、地域

内の病医院や検診機関にも積極的な参加を呼びかけてくださいますようお願いし

ます。

●保健師・看護師等講義

テーマ :            |
「結核のない世界をめざして～地域 DO丁Sと 地域連携を通 して」

講義の目的 :

感染症法の中で歩み始めた結核対策は 3年になります。結核患者の治療完遂をめざ

した保健所と結核専門医療機関や二般医療機関、福祉施設等関係機関との連携は今

後ますます必要となります。重症発見、集団感染、院内施設内感染は今だに続けて

発生しており結核発生の流行予測ができない状況です。いざというときに慌てない

為に結核の正しい基礎知識を再確認する機会とし、「感染の鎖を断ち切るのは治療、

治療、こそが最善の予防 (WHO)」 のもと確実な治療を支援する′DOTS対策と地域連携

について事例を通して学び、保健・医療 口福祉の更なる連携を図る事を目的としま

す。 :

講義内容 :                         ■

①結核の最新情報と基礎知識             :  ´

―看護職としての結核の専門的知識
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結核にかかわる看護職の目標
―結核患者の確実な治癒 (中 断防止 “多剤耐性結核を防ぐ)

一患者教育 (結核の正しい矢口識)、 感染防止対策          :
②患者支援 (DOTS)と 医療・保健・福祉の連携             :

日早期発見

r治療の徹底

信頼関係の構築、質の高いDOTSの実施、医療機関と保健所の連携、地域ケア、

各症例別 (外国人、高齢者、多剤耐性患者、潜在性結核感染症治療者など)に
対する支援、服薬支援アセスメント、コホT卜分析 口DOTS事業評価など

・地域連携パスと地域連携

③資料添付 (グループ研究からの成果資料)
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○平成 22年度結核予防技術者地区別講習会

「特対事業 (結核対策特別促進事業)の報告・評価」、「結核行政担当者会議」の各地

区の内容

地  区 特対事業の報告・評価 結核行政担当者会議

コこ  Jヒ

(福島)

結核患者療養支 援事 業につ いて/
福島県相双保健福祉事務所

山形県における高齢結核患者の支援の

現状と課題/山形県置賜保健所

仙台市における日本語学校就学生健診

事業の現状/仙台市健康福祉局

議題

1)結核予防計画の策定及び見直 し等の状

況について

2)OFT検査、接触者健診関係について

3)保健福祉事務所職員以外の DOTS訪問実

施者の人材確保、依頼の方法について

4)コ ホー ト検討会の実施状況にういて

5)結核医療費の レセプ ト点検の実施状況

について

6)肺外結核や潜在性結核感染症の管理検

診の頻度、実施方法、管理期間の実際に

ついて

7)結核病床を有する医療機関 との連携や

資質向上のための取組等について

8)感染症診査協議会の委員構成について

9)厚生労働省からの議題

関東甲信越

(群馬)

外国人結核患者への取り組み/
独立行政法人国立病院機構西群馬病院

前橋市保健所の取 り組み     |
～結核対策特別促進事業について～

/前橋市保健所衛生検査課

桐生保健所の取り組み/桐生保健所

議題

1)予防計画の見直しに関して

2)医療供給体制の現状
・

3)結核病床の確保について

4)コ ホー ト検討会について

5)外国人の結核に対する対応

6)エ ックス線写真デジタル化への対応 _

7)結核患者の搬送方法について

8)接触者健診 OFT検査の年齢要件につい

て′
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地  区 特対事業の報告 二評価 結核行政担当者会議

東海北陸

(富山)

富山市における DOTSカ ンファレンスの

取り組みについて/富山市保健所

関係機関との連携による結核患者服薬

支援の取り組み/
石川県南加賀保健福祉センタT

富山県における結核マニュァル改訂の

取り組み/富山砺減厚生センター

議題

1)予防計画について

2)結核病床数算定式について

3)勧告入院科鍋嶋 時の同意書について

41退院時の菌検査の確認状況について

5)結核治療終了後の管理について

610FT検査について

7)結核菌株の保存にういて

81DOTSについて

9)結核医療費公費負担 (法第37譲の2)の申

言青について

10)潜在性結核感染症の登録削除の基準につい

て
'

11)OFT検査での 畔1定保留」の取り扱しЧこつい

て       '

近  畿

(和歌山)

Partl

・ 奈帥 DOTSの現状と課題

～平成21年度奈良県 1奈良市

コホート検討会からγ/奈良県

。 東近江地域の結核対策の現状と服薬継

続に関する取り組み/滋賀県

。 大阪府内 14保健所における DOTSヘ

の取り組み/大阪府

r 、,Part2
・ 京都市結核対策推進 プロジェク トチー

ムの活動一発生動向調査の精度管理に

ついて一/京都府         
´

・ BCG未接種者を含む」ヽ児の集団接触者健

診の実施について/和歌山県

・ 広域に展開する飲食チェーン店におけ

る集団感染事例～府 口県・市を越えた連

携と取り組み～/兵庫県

中国 口四国

(岡山)

外国人研修生等結核健康診断事業につ

いて/徳島保健所

結核クリニカルパス～退院後の確実な

服薬に向けたパス作成～/
独車行政法人口立病院機構

南岡山医療センタ=結核病棟

備中県民局管内 地域 DOTS実施率事業

の取り組み/岡山県備中保健所

協議事項

1)県境を越える患者取扱の情報共有につ

い コ[

2)OFT検査の精度管理について

3)精密検査 (管理検診)の取扱について

4)潜在性結核感染症の経過観察について

5)結核病学会病型分類の決定方法につい

て

6)接触者健康診断の濃厚接触者の決定基

準について        |
要望

17)感染症法第 18条第 2項の規定により従

事することが禁止される業務の明確化に

つ いて
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地  区 特対事業の報告・評価 結核行政担当者会議

<つづき>
中国 =四国

(岡山)

:8)結核患者登録システムについて

9)生活保護法による医療扶助を受けてい

る結核患者の取扱について

10)結核医療費公費申請における胸部エッ

クス線直接撮影写真のフイルムレス化

について      ,
その他

11)レントゲンフィルムのデジタル化の状

況について      |
12)副作用検査の公費負担取扱について

13)医療機関における適切な標準治療を確

保するための連携・取り組みについて

14)結核患者の治療中止日について

九  州

(熊本 )

熊本県結核対策ガイ ドラインの作成/
熊本県 健康危機管理課感染症対策班

佐賀県杵藤保健福祉事務所方式コホー

ト検討会/佐賀県鳥栖保健福祉事務所

協議事項

1)予防計画について

2)各都道府県における病床数算定式につ

いて

3)管理検診について

4)管理検診中の患者の病状把握を実施 し

ている時期、実施方法、報酬費について

5)医療機関からの接触者健診の依頼の有

無と対応について

6)留 学生を多く受け入れている大学への

支援、連携について

情報提供

6)外 国人結核患者の対応について

7)定期の健康診断の把握方法について

8)結核患者の入院及び就業制限解除に

関すること

情報交換事項

9)結核登録者情報システムの活用及び精

度管理について

10)感染症診査協議会 (結核診査協議会 )

について

11)「接触者管理システム」について

12)OF丁 検査のための予算確保について

13)感染症法第 17条の規定による健康診

断一部委託事業にういて  
｀

10



次

け

００

００

００

００

００

００

００

００

０

８

６

４

２

０

８

６

４

２

10  11  12  13

, O拙区別講習会受講者の推移

※平成 10年、17年γ :北海道地区の開催なし



参考資料 1

厚生労働科学研究費補助金、厚生労働省新型インフル土シザ等新興再興感染症研究事

業罹患構造の変化に対応した結核対策の構築に関する研究    i
分担研究、結核対策評価に関する研究

全国自治体に対するアンケー ト調査その 2、 中間報告  :';
分担研究者:結核研究所 :吉山 崇  ヽ

研究協力者:結核研究所 :加藤誠也

1            下内 昭       :

目的                      :
分担研究結核対策評価に関する研究は、結核対策のアウトカムである罹患率の推移に

影響を与える結核対策の各要素にういて、WHOが行なっている国の結核対策評価に倣

い、自治体の結核対策の外部評価の方法を確立することを目標としている。今回:評

価の指標を検討するため、国の定めた結核対策の指針である予防指針の項目に沿い、

現状をIE握するためのアンケ■ 卜調査を行なった。          ′

方法

各自治体宛に、電子メールで調査を依頼 した。

対象となる自治体は、保健所を管轄 している自治体、つまり、都道府県、政令指定都

市、中核市、保健所政令市、東京都 23区である。1

集めた情報は次のとおりである             「

1.予防指針「第三医療の提供、ァ、基本的考え方」について

1.1.予防指針「第二医療の提供、一、基本的考え方」について概論

結核患者の入院の要否については、イギリスなど患者の多くを外来治療で行なつて

いる国もあり、今後検討の余地はあると思われる。ただし、現在の喀痰塗抹陽性患者

を入院させる体制のもとにおいては、喀痰塗抹陽性患者に対して入院させる医療機関

の存否を検討する必要があり、現在の結核病床を有する病院数、病床数を質問し、医

療計画に基づく病床数と比較した。また、外来医療については、指定医療機関数と、

現在外来治療を行なうている医療機関数を質問した。診療を行なっている医療機関数

が少なければ、指定医療機関であうても結核についての情報のアップデートはおろそ

かになると危惧される。

1.2.予防指針「第二医療の提供、一、基本的考え方t5合併症を有する患者」につい

て

予防指針では、合併症を有する患者に対して結核の発病有無を積極的に検査し、か

う、入院する者に対しては院内感染防止策を講じなければならない、としている。合

併症を有する者に対して結核検査が適切に行なわれているかどうかについては、判断
が困難であり、今回のアンケ下 卜では調査ができなか:つ た。ただし、合併症を有する

結核患者が、合併症と結核の両方を適切に院内感染対策を受けながら治療できる体制

は必要であり、合併症があるものに対する入院医療体制について質問を行なっ́た。

1.3.予防指針「第二医療の提供、二、基本的考え方、3適正な医療の周知」について

適正医療の一例として、標準医療が行なわれている割合を検討した。また、適正医



療の周知のために行なつていることt特に、診査会の役割について質問した。
2.予防指針「第三医療の提供、二、服薬確認の位置づけ」について

対面服薬確認を軸とする服薬確認体制の整備は保健所の行なう結核対策の柱であ

り、その最終的な評価はコホニ ト分析によつて行なわれるしようて、まず、コホート

分析の実施状況、DOTSの実施状況、対面服薬確認体制の整備状況について質問を行な
った。

3.予防指針「第三医療の提供、三、医療提供のための体制」について

医療提供のための体制として院内感染対策が行われているかどうか検討した。院内

感染対策自体は、医療法に規定され、すべての病院ではマニュアルを作成しt対策委

員会を設けることとなっているも自治体におぃては、院内感染対策がどう行なわれて
いるかどうかにういての監査が行なわれているかどうかを検討した。また、その結果
として、院内感染の発生状況を質問した。予防指針では、菌検査精度管理について記

載があるが、精度管理体制については都道府県の管理はほとんど行なわれておらず、

今回の質問に入れなかった。

集計状況

132自 治体に送付し、105自治体より返答があった。都道府県は47都道府県中36都

道府県よ、り返答があり、その他の自治体は 85自 治体中 69自 治体より返答があつた。
47都道府県中都道府県および都道府県内の全自治体から返答があったのは34でその

占める人口は 12751万人の日本人口のうち6716万人で 53%あ らた。

結果             )                
‐

1.入院医療

都道府県の入院医療機関数が 1と なつている都道府県は 34都道府県中 3箇所であ
つた(表 1)。

年間発生とまつ陽性患者あたり病床数は、34都道府県の平均は 1018で ぁった(表

2)。 この数が少なしヽということは、少ない病床で運営していることとなる。結核患者
一人当たりの入院期間が 2ヶ 月で常に病床が埋まっているとすると、病床数/年開発
生患者=2/12=0.17と なる。常に病床が埋まっていたらあらたな患者が発生してもすぐ
に入院させることができないので、ある程度の空床は必要であるが、病床数/患者数
がおおいということは、病床が多いということを意味する。
34都道府県の人口10万 あたり病床数の平均は、7で あった。(表 3)

結核病床を有する自治体の結核病床の利用率の分布は(表 4)の とおりでtO.20.4
と0.4-0.oがそれぞれ 1/3を しめており、病床利用率はかなり低い。 |

実際に利用されている病床数は、公式の病床数と異なる。34都道府県の結核病床数

総数は 4457床 であるが、利用できる病床数|ょ 3344床 と少なくなっている。病床あた

りの患者数は、(表‐5)の とおりとなった。

実際に利用されている病床数の人口10万あたり数は、5であった。

基準病床数と利用されうる病床数を比較すると、利用されうる病床が少ないところ

が 16都道府県、多いところが 34都道府県であつた(表 6):   |



院内 DOTSを結核病床を持つ全病院で行なっているところが、34都道府県中21都道

府県で、残りの 13県では院内DOTSを していない医療機関があつた6

結核病棟以外に入院した結核患者のある自治体l」l、 101自 治体中41自 治体で、合計
267人いた。結核病床以外に入院した患者数を塗抹陽性患者総数で除した比は13.3%
であつた (表 7)。 267人のうち、感染症病床 70人、モデル病床 64人 、その他の病床
60人であった(73人は不明と推定される)。 その理由として、自治体ごとの返答は表

のとおりで(表の数字はそれぞれを理由とする症例があつた自治体数であり、患者数

とは一致しない)t合併症、重症のためと返答した自治体が多いが、結核病床満床を

理由とする自治体もあった。

都道府県に全自治体から返答のあった 34自治体の感染症病床数、EEデル病床数は
~

表のとおり`であるが、モデル病床は34自 治体中:13自 治体でおかれておらず、おかれ

ている都道府県の多くで 179床であった。モデル病床を持つ自治体(都道府県の二部

の自治体から返答のあつた地域を含む)42自治体のうち 21自治体で使用実績が無か

ったが、その理由として、理由を挙げたところでは、対象症例無との返答が多かつた

が、呼吸器内科医等スタッフの問題で受け入れられていないとの返答をした自治体が

21箇所中5箇所見られたb

結核患者のうち県外で治療する者の割合については、都道府県内全自治体より回答
のあった32都道府県のうち (表 10)の とおりで 0%か ら30%台 に分布していた。割合の

高いところは、埼玉、奈良、岐阜など大都市近郊住宅地を持つ地域で多かうた。これ

らの県および受け入れている都府県では、流出入を考慮した対応が必要と考えられた。

回答自治体から得られた、他の都府県で治療している理由については表のとおりで、

県境居住など本人家族理由が多かづたが、合併症対応 (精神科、小児を含む)や耐性結

核など医療上の理由、満床、行旅患者が多く入院する病院が県外でその病院への流出

などの社会的理由も見られた。結核減少とともに医学的な困難症例への対応を各県で

完結するのは今後更に困難となるかもしれない。また、満床理由は(千葉県内、東京

都内、神奈川県内、福岡県内の自治体で見られていた。

2..合併症医療     :                        `
合併症医療が可能な医療機関が無い都道府県数は、妊娠では 11、 透析では7(精神

科入院は 11、 徘徊認知症は 11、 大腿骨頚部骨折手術は 5、 脳出血/SAH手術は9、 脳梗

塞は9tPCIは 3で あづた(表 11)。常に近県の医療機関を用いることを了′解している(送

り手側も受け入れ側も)場合も有るので、医療機関が無いと返答した都道府県が常に

困つているわけではないが、これらの合併症治療を要する場合は、現在でも都道府県

内では完結しないものとなつており、近県との連携、一般病床における陰圧室完備に

よる受け入れ態勢の整備、いずれかを進める必要があろう。精神科では、受け入れ可

能と返答した28都道府県中モデル病床で可能となっているところが11箇所あり、精

神科モデル病床の活用が進んでいることが伺われた。              |

3.外来治療



,指定医療機関の分布は 500-999箇所の都道府県が多いが、患者を実際に見ている医

療機関数は 20-49箇所が多かった。返答数では 500以上の医療機関と返答 したところ

が5箇所あるがいずれも年間患者数500以下の都道府県であうた(表 12)。 それを除い

て判断すると結核患者を診ている医療機関数は少数であると思われ、その中には、指

定医療機関の中にはt病院や呼吸器内科専門医の診療所など結核患者数の多い医療機

関と、かかりつけ等で発生時に対応する結核患者数の少ない医療機関、とがあると思

われる。

4.標準医療の周知
′
 :

・
標準治療が行なわれている割合は、都道府県では(表 13)の分布でいずれも50%以上

であったが、70%未満の県も見られた。都道府県以外の自治体 (政令指定都市、中核市、

保健所政令市tt東京 23区 )で 、標準治療割合50%未満のところが 6箇所見られた。

標準医療周矢口のために行なわれていることについては、'標準治療割合 50%未満の市
区 6箇所のうち 2箇所は特に挙げておらず、標準治療施行率の中等度の自治体

(6o-80%)で 周知のために何か行なつている、としている自治体がやや多い傾向にあっ

た (表 14)。 行なつていることは、個別指導、パンフレット、手引きの作成、重要事項
や通知の送付、研修、

1病
院との連絡会議 DOTSカ ンフアなどでの対応t電話相談(1箇

所)、 ホームページ(1箇所)が挙げられた。  、 :

公費負担申請の際に適正な医療が行なわれているかどうか検討している自治体は

返答 103箇所のうち 100箇所でNoと した3箇所はいずれも:PZA使用割合が 80%以上

の自治体であつた(表 15)。

―公費負担申請の際に適正な医療が行なわれているかどうか調べるために行なって
いることは(表 16)の とおりで、ヽ診断、治療の妥当性については多くの自治体で公費負

担申請の際に検討されているが、少数チ土ックしてぃない自治体も見られた。

5.コ ホT卜分析

都道府県の結核予防計画においてコホー ト分析結果を目標においている都道府県
は、記載のあつた35都道府県のうち23都道府県のみであつた(表 17)。

その目標は、失敗中断割合を一定以下としているところが 16箇所(表 18)と 多かつ

た。その他、複数回答したところもありt治療成功率、コホート入力率に目標を置しヽ

ているところが見られた。

2008年の時点で目標を達成している都道府県数は(表 19)、 20箇所中 7箇所(11箇

所未達成、1箇所は発生動向調査形式が変わつたため発生動向調査からはわからない、
1箇所は複数日標のうち達成と未達成があり)で あつた。

情報のある自治体における治癒率、治療中断率、治療失敗率は(表 20)のとおりで、
中断割合が5%以上のところが 93自 治体中 20自 治体みられた。

4



6. DO丁 S                                                  '                `

DOTSを実施した患者中、タイプAの割合は 8%、 タイプBの割合は 24%、 タイプ C

の割合は 67%で あったが、タイプAが 40%台 という高い割合を示す自治体も見られる

T方、半数弱に当たる47自 治体ではタイプAは 5%以下であつた(表 21):

保健所のスタツフの関与(直接確認以外の確認方法を含む)状況を検討した。

タイプAの うち、保健所スタッフの関与を毎日(週 5回以上)受 けている患者は 52%、

週単位 (週 174回 )以上は 69%、 月単位 (ヽ月 1二3口 )以上は 84%、 何らかの保健所ス

タッフ関与有は86%であもた。つまリタイプAでは毎日関与を受けている患者が多か

つた。また、72自治体中 19白 治体ではタイプAはほとんど(90%以上)の患者で毎日服

薬関与を受けていたが、26白 治体では毎日服薬関与を受けていた患者がいなかつた。

(表 22)

タイプBの うち、毎日関与 (週 5回以上)を 受けている患者は9%t週単位 (週 1-4

回)以上は 43%、 月単位 (月 1-3回 )以上は 83%、 何らかの保健所スタッフ関与有は

91%で あつた。つまリタイプBで は、週単位または月単位で1-4回 関与を受けている

患者が多かつた。また、92自治体中 58自 治体ではタイプBはほとんど(90%以上)の患

者で月単位以上関与を受けていた。(表 23)

タイプCの うち、毎日関与 (週 5回以上)を受けている患者は 0%、 週単位 (週 lT4

回)以上は 1%、 月単位 (月 1-3回 )以上は72%t何 らかの保健所スタツフ関与有は90%

であうた。つまリタイプ Cでは、月単位で 1-3回確認を受けている患者が多かつた。

また,93自治体中33自 治体でのみ、タイプCの うちはとんど(90%以上)の患者で月単

位の保健所スタラフ関与を受けていた。(表 24).

保健所スタッフ以外も含む対面服薬確認状況を検討した。      ,
タイプAの うちt対面服薬確認を毎日 (週 5回以上)を受けている患者は 54%、 週

単位 (週 1-4回 )以上は 67%、 月単位 (月 1-3回 )以上は 75%、 何らかの対面月風薬確

認有は 75%で あった。つまリタイプAでは毎日服薬確認を受けている患者が多かつた

が1対面服薬確認を受けていない者も1/4程度いた。また、62自治体中 14自 治体で

はタイプAはほとんど(90%以上)の患者で毎日服薬確認を受けていたが、20自 治体で

は毎日服薬確認を行なつている患者はいなかつた。(表 25)

タイプBの うちt対面服薬確認を毎日 (週 5回以上)を受けている患者は 11%、 週

単位 (週 1三4回 )以上は 39%、 月単位 (月 1-3回 )以上は 67%、 何らかの対面月風薬確

認有は71%で あった。つまリタイプBでは週単位または月単位で服薬確認関与を受け

ている患者が多くt医療従事者以外でも関与者の入つた毎日の服薬確認は 11%にすぎ

なかつた。78自治体中 8自 治体ではタイプBのほとんど(90%以上)の患者で週 1回以

上月風薬確認を受けていた (表 26)

タイプCの うち、対面服薬確認を毎日 (週 5回以上)を受けている患者は 2%、 週単

位 (週 1-4回 )以上は 4%、 月単位 (月 1-3回 )以上は 29%、 何らかの対面服薬確認有

は
′
38%で あった。つまリタイプ Cでは服薬確認を受けていない患者が多かつた。(表

27)。       i

保健所で DO丁Sを行なつている割合は保健所のうち 73%、 また薬局 DOTSを導入 して



いる保健所の割合は 22%で あった(表 28)ぎ そのほか、患者宅、病院、施設、訪間看護

ステーション、勤務先、学校、市の保健センターなどの場所でDOTが行なわれていた。

保健所で DOTSを行なう人員の雇用形態は、常勤のみt非常勤や委託のみ、両者とも
に分かれた。 (表 29)

保健所と定期的に会合を行なっている病院の数の、自治体ごとの分布は表 30の と

おりで、3県、19市区では病院との定期的な会合を持つていないと返答があつた:8,9

箇所と返答したのは:それぞれ、大阪市と沖縄県であつた。

7.研究

自治体で結核に関する研究をしているところは、返答した自治体 103箇所中 23箇

所 (表 31)で その内容は表 32の とおりである。複数回答があるので23を こえるが、服

薬支援、病院保健所連携を含めたDOttSに ついての研究が多くあった。

保健所で結核に関する研究をしている保健所は、返答した自治体 99自 治体中36箇

所 (表 33)でその内容は表 34の とおりで、DOTSお よび集団感染、施設内感染対策につ

いての研究が多く行なわれていた。 一

8:研修

医療福祉従事者に結核研修を行なっている自治体は返答のあつた 102箇所中 69箇

所と多く(表 35)、 その研修評価方法は表 36の ように、アンケー トが多いが、立ち入

り調査などの際に実地で状況を視察などの返答もあつた。

91院内感染対策

自治体から医療機関への医療監視の際に結核に関する院内感染対策について尋ね

ているところは、99自治体中82自 治体 (表 37)と 多く、うち、感染対策委員会感染対

策チームにおける結核責任者の有無を確認しているところは返答のあつた 83自治体

中 (結核に関する院内感染対策について尋ねているかの質問に対しては無と返答だが、

責任者など各項目について有と返答している自治体が 1か所あつた)46自 治体、感染

対策マニュアルにおける結核の記載の有無を確認しているところは返答のあつた 83

自治体中 76自 治体、入院患者における結核早期診断の仕組みの有無を確認している

ところは返答のあつた83自 治体中48自 治体、結核患者発生時の保健所への連絡体制

の有無を確認しているところは返答のあつた83自 治体中71自治体であつた。(表 38)。

10.院内集団感染      ヽ

院内集団感染の頻度は、2008年返答のあつた 105自 治体中ありが 7自治体、2009

年は返答.の あった 106自 治体中ありが 3自治体で、院内集団感染事例のあった自治体

の発生件数は 1件であつたが(表 39)、 10名 以上の院内集団感染者を出した事例が、

2008年 4,件、2009年 2件 (表 40)見 られた。院内集団感染の発病者の分布は5例以上

が 2008年 2件、2009年 1件です(表 41)。 集団では無い院内感染発病者の分布は返答



のあつた 101自 治体のうち2008年 は 46自 治体、2009年は52自治体で院内感染の報

告があり(表 42)、 集団では無い院内感染者の数の報告のあった 102自治体のうち 2008′

年は15自治体、2o09年は24自 治体で発病者があうた。(表 43)。

施設、学校への施設内感染対策の情報提供を行なもているところは返答のあつた

104自治体のうち88自 治体で、老人施設が多く、ついで学校教育委員会 (表 44)で あ

り、その情報提供方法|よ、研修が多く、資料配付、発症時の対応などであつた(表 45)。

11.小児結核             ′      :
小児結核の診断治療を行なつている医療機関数は、返答のあつた都道府県において、

表 46の とおりで (県からは0と 回答だが、県内の中核市から 1と 回答のあつたところ

は 1と した)、 医療機関数0と いう県が3箇所見られた。  '
小児結核診断治療の問題については190自治体から返答があり75自治体で問題あ

りとしており、その問題は表 47のとおりで、専門家の不在、過少をあげたところが

多かつたどこれは、小児結核が少ないためその専門家がいないことを反映しており、

患者のアクセスを維持するためには、広域の患者相談、および患者に移動を強いるこ

とになる患者紹介のネツトワTク を構築する必要がある。

小児結核感染診断の問題があると返答した自治体は88自治体中65自 治体で、その

問題は1表 48の とおり、小児の診断の技術的な困難さを拳げているところが多く、

そのほか小児結核診断治療と同じく医療機関や専門家の過少、保護者との対応などを

挙げたところが見られた。

議論                             、

1.入院医療体制について          メ

予防指針第三医療の提供、一、基本的考え方、でIょ、適正な医療を提供する、とし

ているが、結核病床数そのものは十分にあり病床利用率は低さが目立つ。一方、地域

によつては満床理由で他県にいつた例が出ている自治体もある6患者数は変動するも

のなので、ある程度の空床は不可欠であるが、病床計画は利用状況を見ながら検討す

る必要があるち

予防指針第二医療の提供、一、基本的考え方、では、合併症を有する患者への対応

について記載している。合併症そのものは数少ないこともあり、各県単位では病床が

無いところもある。また、結核病床のみでは対応していないが、モデル病床などで対

応可能となっている場合もある。合併症を持つ患者に対応できる総合病院におけるモ

デル病床の拡大、広域での患者の対応システムの構築が必要である。

2.治療の標準化と服薬確認     :
予防指針第三医療の提供、二、結核の治療を行なう上での服薬確認の位置付け、で

は、服薬確認体制の確立と、保健所 口病院 "薬局等の連携をあげている。34自治体の

ぅち1/3程度ではまだ院内 DO丁Sを行なっていない医療機関を自治体内に有しており、

これらの医療機関との連携体制の確立が必要である。また、薬局 DO丁Sを行なつてい

る自治体、行なつていない自治体いずれも見られており,、 また外来治療に向けての保



健所と病院との連絡会議についても、まだ行なって:い ない自治体もあり、́外来 DOTS

の必要性に応じて薬局 DOttS、 病院との連絡会議を拡大させる方向で検討が必要である。

予防指針第三医療の提供、二、結核の治療を行なう上での服薬確認の位置付け、で

は、服薬支援体制の構築をうたつているが、タイプABCのそれぞれにおける、DO丁 担

当職員の直接の (電話など含む)服薬確認の頻度別の患者割合、施設職員なども含めた

対面月風薬確認の頻度別の患者割合、ともに、自治体による違いは大きく、その地域の

タイプABC別治療中断割合などからその地域に応じた体制を作つていくことが必要で

ある。             :
タイプA,B,Cは それぞれ、毎日、毎週、毎月服薬確認を受けるべきと当初判断され

たが、実施段階では異なつた扱いとなうた例が多いところも見られた。最終的な治療

成績から治療中断や再発、耐性化が少ないならばタイプ分類方法の再検討も必要なの

かもしれないし、これらの問題が無視し得ない場合は、実施体制の強化が必要であろ

う。                        '

3.地方公共団体における研究開発の推進

予防指針第四研究開発の推進、三、地方公共団体における研究開発の推進、では、

地方公共団体の研究と情報発信を謳うているが、保健所単位で研究を行つているとこ

ろが多いが、業務に直結する DO丁 S、 集団感染、院内感染対策などをテーマとしたもの

が多く見られ、学会で幅広く報告されている。今後も推奨していくことが必要である。

4.院内施設内感染の防止

予防指針第八施設内 (院内)感染の防止等、一、施設内 (院内)感染の防止では、一般

医療機関における院内感染対策の推進を謳つている。その頻度は、院内感染を経験し

ている自治体が、経験していない自治体数とほぼ同じであり、稀な事象ではない。医

療機関立ち入りなどの機会に、結核院内感染対策について検討しているところは多い

が、行なつていないところもあり、今後結核院内感染対策は、医療監視などでも積極

的に行なうべきであろう。

予防指針第八施設内 (院内)感染の防止等、一、施設内 (院内)感染の防止では、施設

における施設内感染の予防の情報提供を謳つており、老人施設では多く行なわれてい

るが、学校などへの情報提供を広げる必要がある。

5.小児結核対策     :
予防指針第八施設内(院内)感染の防止等、二、小児結核対策では、個別的対応の必

要性を強調している。小児結核は稀となつており、それゆえ、専門家の数が少ないt

ことを問題と考えている自治体が多いが1数が少ないため多数の医師が診ていると経

験数も少なくなり、専門家は逆に存在しなくなうてしまう。広域の地域連携が必要で

ある。一方、接触者健診については、技術的に接触者健診の方法が確立していないこ

とを問題視する自治体が多く、小児の結核病学はまだ課題が大きい。この分野の更な

る研究が必要である。
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60

26

10

5

平均 :    3.31%

10

率施実一一一一一ヽ一一．一一一一一
ＴＯＤ・内院

1自治体数|

7

9

フ

0

6

フ

12

9

0

21

4

9

重症 | 19

4

25

3

8

1

2

2

1

1



表 8.感染症病床数 (都道府県単位 )

|‐感業症病床数 自治体数 :

0

8

12

5

9

9.モデル病床数

13

10

4

5‐

2

表10 県外で治療している者の割合

表

で

11

用

■
■

も

一由

一

一で
， 理

一

一お
一
朴
一

カ

ｔ

一

床̈
一・で
一

．病

れ

一ル

らヽ

一
丁

い

一モ
■
〓

5

1

8

6

■ 2

6

4

4

30

6

7

1

9

3

1

6

2

フ́

体月世県で対●
■
―

■
■

4

5



医療機関
:

県
■

・

る
●
一

あ

■
．

の
一
・

関

県
●
●
・

鵬一朴
・一
一

医

一の
■
　
一

1佐記め病床の内訳:

1複数回答あり:)● ■|
「
||:|● |‐11.|●

:■
■

::■
|

27 11 3 :感染症 1、 モデル 2

32 7
・一一一一．・一．一一一一一 感染症 1、 モデル 2、

モデル以外の一般 1′

28 12 感染症 1、 モデル 11、

モデル以外の精神 1、

不明 1

25 Л́ユ一 感染症 2、 モデル 1、

不明 1

35 5 5 感染症 3、 モデル 3、

不明 1

脳出血/SAH‐ 手術 29 9 5 感染症 3、 モデル 2

1週梗塞 29 9 6 感染症 3、 モデル 4
29 8 ５

′

感染症3、 モデル 3、

モデル以外の下般 1‐

12.指定医療機関数の分布と患者の治療を行つている機関数の分布 (都道府県単位 )

表11.合併症を有する者め治療 (都道府県単位 )

表

指定医療機関数 1自 治体数

、6

13

6

4

2000=2999 5

1

表 13.標準治療の割合 (都道府県単位)

4.周知のために何を行っているか表

●

治療を行うている機関数 白治休数

10-19

9

7

2

5

4

5

12

7

90%以上 6

自治体数

6 4 個別指導

12



表

100
3

表

13

4 3 バンフレツ ト

重要事項の連絡

研修

医療機関との会議

11 10

25 24

33 26

15 13

16.適 正医療についての公費負担申請の際の確認について   ,

①‐培養陽性だが楽剤感受性
|■検1査を実施してしtなしヽ自
|■農機由|を権藷■|lll11

950/o ,94 5

96 19

97% 96 3

97% 96 3

《その他、行つていることとして回答のあつた事例》
・画像所見       、
・培養実施の有無
・同定の有無
・膀眺がん BCG治療例の同定
・診断根拠
・再治療例、前回治療感受性検査

・治療中排菌状況    :
t治療中排菌持続例の感受性検査

・使用薬剤の妥当性
・合併症を考慮した治療か否か

・申請以外の薬剤の使用の有無
・薬の使用期間
・維持治療期間の薬3剤以上の使用の有無
・標準治療以外の治療の根概
・PZA非使用例の根拠          :
・PZA2ヶ月以上の使用理由



表 7.コ ホー ト分析結果を目標においているか (都道府県単位)

JホT卜分析結果を目標においている場合の目標 (都道府県単位)

表 19.コ ホー ト分析結果における目標達成の有無 (都道府県単位 )

23

12

18.
り)

達成 7

13

表20-1.治 癒割合ごとの自治体数

表 20-2:中 断失敗割合ごとの自治体数

13

1

2

2

3

2

17 10

4 4

4 3

13 9

19 21

17 12

14 6

3 2

01200/OI 2 2

93 69

56 51 35 19

29 14 38 ■
１

14



|卜10%| フ 14 12

0 3 ■ 2

0 1 2 7

1
“

― 8

1.総患者数のうち、自治体別 DOTS

・　

表 タイプ (AI B,C) 人数の割合の分布

表 2?.タ イプAについて
.自治体ごとのそれぞれの確認回数を満たしている患者割合

の分布<保健所、病院、薬局、訪問看護スタッフの関与がある場合>     :
‐  ‐ ‐|. : ‐

l・
‐1.| |    11

‐

=||■

11■ : 
‐

● ::

i ::●
・

1‐  .| |■ ■     |

19 29 50 54 4
一４ 6 3 4

3 3 4 2

4 4 2 3 0

4 8 2 3 2

3 2 0 2

4 2 2 3

3 3 0 0 1

3 0
■
‥ 4

0 0 0 0 3

26 16 8 5 52

73 73 73 フ 3 73

52% 69% 8496 860//0

15

0 2 14

0 0 22

0 2 23

0 2 20

0 3 ,9

4 7

2 14 ・2

8 23 2

25 29
■
―

21 14
■
―

47 11 31

104 104 ¬ 04

896 ‐ 240/0 6796



表23.タ イプBについて 自治体ごとのそれぞれの確認回数を満たしている患者割合
1  の分布<保健所、病院、薬局、訪間看護スタッフの関与がある場合>

|| | :FI I ‐  |     |  :|‐  i  l     ,

■ 1.1■
|:■ i■

||‐  |::

:毎 日確認‐

|(週15回 |

‐
●以上):■

:週単位確認

|:(週
‐
1・4回

|■以上)||

1瘍 単位

.(月 ,1・31

■以上)|

回

月■回

■
‥ 10 58 73 8

2 4 9 6 0

4 3 1

.4
6 0 1

i3 フ 0

3 7 0

3 6 0

8 16 2 2

1  1 9 2 0 5

10%未満 10 3 0 15

49 22 9 8 59

数総一体ム
洞

・自 92 92 92 92 92

患者総数中の割合 9% 430/0 830/0 91%

表24 タイプCについて 自治体ごとのそれぞれの確認回数を満たしている患者割合
の分布<保健所t病院、薬局、訪間看護スタッフの関与がある場合>

週単位確認

|(週 1-4回
|,以上)

一
一
回
●

脚一”一」

月 1回

0 33 163 10

80,9o% 0 0 8 0

‐70■800/0‐ 0 0 6 0

0 0 3 3 0

0 0 5 2

0 0 7 2 5

130‐400/0 0 0 7 0 3

0 0 4 0 1

3 3 5 0 8

10%未満
: 3 3 2 0 18｀

87 86 14 1  1 46

93 93 93 93 93
‐患者総数中の割合 0% 1% 72% 90%

16



表25.タ イプ Aについて 自治体ごとのそれぞれの対面服薬確認回数を満た している

患者割合の分布 <保健所、病院、薬局、訪問看護スタッフ以外の確認者も含む場合>
週単位確認‐■月単位 ‐

|(月 |.113‐1回

●1以上)|||

14 21 32 33 8

4 5 2 2 2

3 2 3 4 2

6 7 4 4 2

6 6 5 4 3

4 2 1 1

2 1 1 4

0 2 2 4

3 4 2 2 2

0 0 0 0

20 13 10 9 33

62 62 62 62 62

540/c 67% 750/c 750/●

表26.タ イプ ロについて 自治体ごとのそれぞれの対面服薬確認回数を満たしてし

患者割合の分布<保健所、病院、薬局、訪問看護スタッフ以外め確認者も含む場合>
るヽ

月11回

190二 2 8 26 32 1フ

2 3 5 3 5

2 5 3 2 1

2 8 8 4

4 5 4 4 5

3 5 2 1

8 8 6 4 7

2 8 3

10 8 7 6 3

7 4 6

37 22 16 15 26

78 78 78 フ 8 78

11% 390/0 67% 710/0

17



表27.タ イプ Cについて :自治体ごとのそれぞれの対面服薬確認回数を満たしている
患者割合の分布く保健所、病院、薬局、訪問看護スタッフ以外の確認者も含む場合>

28.自 治体 ごとのそれぞれの DOTS実施保健所の割合の分布

29.保 健所で DOTSを行う場合の人員の雇用形態

43

15

常勤+非常勤委託 22

表 30.保 健所 と定期的会合をしている病院数

表

表

18

一
・一一
一

・̈　

一一・

一
・‐

一
一一一
一
・一一
一一一一
一
一）

¨̈

一「一一一一
一一
一一
一
一

:111
一位
一

一単

．

月

」
(月 111β 回

以上)|― :

一押“一一一・一．一一一3 7 1馬 25
:  0 0 2 4 11

0 0 3 5 4

0 0 5 4

1
■
‥ 4 7 21

0 0 5 2 7

1 4 1 4
●
‥ 4 4 5

6 6 13 4

‐100/o未満 17 18 8 6 2

52 49 24 20 14

フ 9 79 79 79 79

1患者総数中の害1合 20/0 40/0 29% 380/0

保健所oOTSを実施
:

62 10

0 1

2 0

3 0

5

4 4

29 89

105 105

730/0 22%

44

16
う
０ 13



5

115 3
●
０ 0

1117. 0

1

23

80

自治体で結核に関する研究を行つているか

結核に関する研究の内容 (複数回答あり)

19

DOTS関係
・地域 DOTS事業の推進について、飯場 (住所不定者)

・院内DOTSの実施状況に関する聞き取り調査
・区保健所における結核対策―,OTS事業の推進と成果
・市におけるDOTs事業の取り組み

|■ DOTS支援状況             |
・県 DOTS事業の現状と課題について

における結核対策等

DOTSの うち、特に服薬支援について

・区保健所におけるリスクアセスメン ト票を用いた月風薬支援

・結核患者に対する服薬支援アンケー ト実施
r・・

高齢化が進む地域の結核患者支援

・M保健所における結核患者支援の評価        .
保健所と病院連携

・結核患者服薬支援の構築に向けた保健所と病院の連携

コホー ト分析    :
・コホT卜検討会を実施した結果を基に、

ハイリスク者
:地域 DOTS事業の推進について一飯場 (住所不定者)

「市におけるホ■ムレス・外国人結核患者について

における結核対策

集団感染関係                   ■ ,  ‐

・公共機関における結核集団感染について          ′

・OFT検査陰性者から複数の発病者が発生した集団感染事例について
。学習塾における集団感染事例について
。ホームレスにおける結核集団感染について、コールセンターにおける結核集

接触者健診関係

・接触者健診の検討

`手L児の OFTの実施と結果について

分子疫学関係

・ 区内の全結核患者に対する

応用と可能性について



・結核研究所、I病院と協力の上、1病院で行う結核患者のRFLP検査を実施
難 しい例について

,小児結核検討会

・県の肺外結核のまとめ

再発について

・高齢結核患者割合の高 い地域における結核再発の現状について
:・ DOTS支援後の再発事例
・県再治療患者の状況について

院内感染対策   .
。医療機関・施設における感染予防の実施状況と結核二茨感染の関連にういて
検討

BCG関係
・市町村 BCG接種実施状況調査
・コッホ現象疑い事例対応状況調査

その他分類困難 ′
・結核対策実務者ワ.一キング会議 (A県における結核対策について、
当を交え検討)

・アジア大都市結核対策共同調査研究
・30～ 59歳の新登録患者の状況
・過疎地域における結核患者の結核べあ思い

保健所担

表 33.保 健所 レベルで結核に関する研究を行つているか

36

行うていない 63

表 34.保 健所における結核に関する研究の内容 (複数回答あり)

DOTS関 係

'過去 5年間の DOTSの状況
・T保健所での DOTSの取 り組み

・薬局 DOTSア ンケ‐ ト

(T病院保健所連携会議での報告 )

DOTSの うち、特に服薬支援について
,結核服薬支援アセスメント項目と治療成績の関連性の分析
・Y保健所における結核の服薬支援について
・服薬手帳活用の評価
・県保健所における結核患者支援の評価
・高齢結核患者の支援に関する現状と課題      .

医療機関 と保健所の連携
。医療と保健所の連携による結核患者服薬支援事業の展開

コホー ト分析

・ コホー ト検討会を実施 した結果を基にt市の結核対策の課題について研究

患者管理

患者実態調査

20                 、



・退院後訪間未実施患者こ退院後施設入所患者の実態調査

結ヽ核治療修了者への意識調査

集団感染
・若者の結核集団感染について (事例検討).
・公共機関における結核集団感染について

・新聞報道を伴う大規模結核接触者健診への対応について
。外国人留学生を初発患者とする結核集団感染事例について
・管内で発生した集団感染事例について
・市における接触者集団検診の現状と課題
・中国人研修生を初発患者とする結核の集団検診       =
・ホ

=ム
レスにおける結核集団感染について、_コ ールセンタ‐における結核集

団感染について ,1

ハイリスク者
・管内における外国人結核の現状と課題
・海外からの労働者を雇用している事業所に対し、雇入れ字及び定期健診の実

施状況を調査    :
・結核患者の多い管内神l務所に対し:聞き取り調査とケTス検討を行い、当事

務所における刑務所結核患者管理体制を整備

症例検討

・ 5年間にわたる結核の感染症例の追求

・母子結核発生事例について

院内施設内感染対策
・高齢者施設における結核感染症予防対策について         「

・高齢者施設における平常時の結核対策の実践と保健所の支援について

「福祉関係者の知識、予防対策の実態調査、作成した普及啓発媒体の評価のた

めの調査

「高齢者入所施設に対し、結核感染管理についての実態調査
,G10号で診断の遅れの患者発生時、①医療機関実態調査実施 (職員健診t外
来患者のトリアージ、優先診療、N95の準備等)②マスク着用キヤンペーン

調 査

・初診から登録までの期間が長い例の実態調査

疫学関係           ‐ |    ‐    ~

管ヽ内における若年結核患者の分析からの考察
・管内の市町村別り患率等調査に基づく高蔓延地区の有無についての検討

分子疫学関係
・結核の疫学調査にVNTR分析が有用であつた事例

接触者健診関係 :
・接触者健康診断に対するOFT検査の導入について
・結核集団感染事例に対してOFT検査を導入し、ツベルクリン反応検査のみに

よる判定と比較した場合の有用性を調査
・結核接触者健診の対象者選定について

BCG関係

・BCG針痕数調査 (1歳 6月 時 )

|    ・

21



「
管内市町が行つている BCG接種針痕数の調査

・BCG針痕数調査

業務のコンピューター化関係業務のコンピューター化関係

:結核関係のデータをデータベース化し、結核関係業務を効率的|ミ遂行できる
ことに成功したその方法とシステム概要について報告

一
表 35.医療、福祉従事者に対して、結核研修事業を行っているか

69

33

表36,結核研修め評価方法

(結核院内感染対策調査)実施の有表 37
鉦

自治体から医療機関への医療監視立入検査

院内集団感染 感染者数

22

82

行 つていない 17

表 38.立 入検査での確認の有無 (自 治体数 )

表

表

40
９

・

3

2

2

:無
|

46 41

フ 6

48 39

フ 1 16

39.院内集団感染が発生した自治体の分布

98 103
1 7 3

0 0

40 院因果団思梁での感梁看数の分布 (自

一〇
98 103

2 1

1 0

1



98 103

5 2

2 1

0
,0

0 0

J

表41.院内集団感染での発病者数の分布 (自治体数)

集団感染以外での院内感染者での感染者数の分布 (自 治体数)表 42.

43.集団感染以外での院内感染者での発病者数の分布 (自治体数)表

1■ ■il■ 11■ 0, 87 78

13 22

1

0 , 0

0 0

0 0

1 1

102 102

表44.施設内感染対策に関する施設等に対する情報提供

数)

1有11■■■|■ ■ . 88

■1老,人施設 :■ |:● :i フ 4

1訪間介護: 4

2

|■学校tl教育委員会| 42

55 49

24 2フ

■ 3

3 5

2 4

4 3

2・ 0

101 101

23



1

3

16

65

33

7

15

5

訪間■■■■|| フ

6

5

表46.小児結核乳幼児の結核発病者の診断治療を行っている医療機関数

表47.小児結核診断治療の問題 (白治体数)

自治体数

01 3

6

5

4

1

2

3

9

15

75

1医療機関がな|ヽ ■ | ‐■‐|‐ |■ ||‐ | 5

6

ス院医療機関がない 8

経験がなし`|二 |‐ ||‐ ■ ■‐■ | 3

■ 4

30

4

J捧章を行える機関が少ない●■■||■ il・■■■| 4

1診断医師の質を市が把握tそ しヽなtヽ |‐ :



:予防内1長が必要なケ■|スめ彙入が悪tヽ |

1

無 | 23

65

28

■画像検査できる機関が少ない . 4

8

14

医師によ り判断が異な
ぅ

:1定型中●蓄甲|千11: l  i :     |       ・

4

1

1

4

4

3

i保護者との関係

|‐とにかく対応が困難 (詳細不明)|

〓
表 48.小 児結核感染診断の問題 (自治体数 )
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結核研究所の実施す る
コー ス名 対 象 募集人数 研修内容

医師8日 間コース 医師
結核対策に関する基本的な知識(結核の基礎知識、診断と治療、菌検査、DOTS戦略
等)を学び、最後に活動計画の作成及び発表を行なう。

医師臨床コース 医師

結核の診断治療に携わる臨床医を対象にしており、結核症と非結核性抗酸菌症の診断
と治療、結核菌検査法、結核及び鑑別すべき疾患の画像診断、DOTS、 新しい結核対策
における医療機関の役割

陶部X線読影コース 医師 肺結核を中心にした胸部疾患のX線読影の講義および実習と、結核対策に関する講義

結核対策合同アドヴァンスト
コーース 医師

結核に関する包括的な講義(結核の基礎知識、日本と世界の結核対策、抗酸菌検査、
肺結核を中心にした胸部疾患のX線読影 tりⅣと結核,DOTS戦略等)とワークショップ、
事例検討を行い、最後に活動絵計画の作成と発表を行なう。

夏期コ― ス
放射線技
師

結核対策や放射線業務に必要な最新の知識と、医療や公衆衛生の分野て注目されて
いる新しい話題を取り上げる。         ′ l         ‐  _

結核対策とX線画像コ=ス
放射線技
師

結核対策に関して最新の知識を学ぶと共に、X線撮影に必要な撮影技術 装ヾ置管理、画
質管理、被ばく低減の内容を含む:               .

結核対策と医療監視コース
放射線技
師

結核対策に関して最新の知識を学ぶと共に、立ち入り検査において適正な放射線利用
を推進するための指導力向上を図ります。受講生のディスカッション、医療監視概論、放
射線管理関係法令、被ばく低減の技術等の講義を含む。 :   :

結核対策合同アドヴアンスト
コース          ヽ

放射線技
師

結核対策に関して基礎から応用までを網羅するとともに最新の知識を学び、保健師技師
としての総合的な技術向上を図るための内容。

保健師対策5日 間コース 保健師・

看護師

保険所で結核対策に中心となつて従事する保健師向けのコース。結核の基礎知識(検

馨f響賢魔彗b斯蒙棚
学び、対,甲難事例の演習を通し下多零|ヒ

する号

夏期コTス 保健師・

看護師
各コースのフォローアツプとして参加し、結核対策の最新情報や新しい技術、知識を紹
介。

保健師 ,看護師等基礎・実践
コース

保健師・

看護師
結核に初めて関わる看護師向けの最も基礎的なコース。感染、発病、診断、治療、DOi
S、 DOTSカンフアレンス、コホート検討会、制度的な課題、事例演習などに取り組む。

結核対策合同アドヴァンスト
コニス

保健師・

看護師

保健師・医師・診療放射線技師と合同での講義・事例検討,ワータショップを行う。結核に
関する包括的な講義(結核の基礎知識、制度的課題、結核とエイズ、日本版DOTS戦
略、ハイリスク対応など)とMDRや対応困難事例や接触者検診の事911演曽を強4L9

抗酸菌検査実習コニス 検査技師
抗酸菌塗抹、培養、同定、感受性検査:核酸増幅法等に関する細菌学的背景に加え、
検査結果の臨床学的解釈等について講義する。また実習は抗酸菌塗抹検査、培養、菌
種同定、薬剤感受性検査、核酸増幅法について実習する。

｀

結核行政担当者等短期コー不
結核行政
担当者

OC1
結核症や結核対策の基礎、対策の評価方法、結核登録者情報システム、行政実務を学
び、結核の行政事務担当者としての視野の拡大と意識の向上を図る。

結核対策指導者養成研修 医師
結核対策の全般にわたちて精通し、:地方自治体等に対しても指導的な役割を果た
せる専門家を育成する:111 ■|‐ ■|‐ 1 ‐  1 1     ・ |: ・

晴核予防技術者地匡月1議習会
結核従事
技術者全
て ―

:

保健所、市町村、指定医療機関等で結核予防事業に従事している技術者に対して研修

常叢簿冒駐喜甕義f11,言警習脊IF省〒
な最新の知識と学問の進歩に即応した技術

※結核対策指導者養成研修、結核予防技術者地区別講習会については国庫補助対象事業。
また、後者については、各プロックの自治体が持ち回りで主催。



平成 21年度事業概要 (抜粋)

(財)結核予防会結核研究所

'     ´
:Ⅱ .研 修 事 業計画

①結核対策指導者養成研修

(第 1週は平成21年 7月 13日 ～7月 17日 (第 2週は10月 27日 ～10月 30日 、第3週は

平成21年 11月 24日 ～11月 27日 に行つた。参加者5名 )      .
結核対策の全般にわたって精通し:地方自治体等に対しても指導的な役割を果たせる専門家の育

成を目的とする。今年度は臨床医4名 (呼吸器科4名 )を迎え、結核概論、日本と世界の結核対

策の動向、結核対策における新技術 (OFTや VNTR)の 応用、HIVと 結核、多剤耐性結核、非定型

抗酸菌症の診療、結核の国際協力、結核の分子疫学、結核対策の行動計画作成および発表、結核

対策に係わる特定地域の見学 (新宿保健所)等を行つた。無事研修を修了し、研修生による評価

も良好であった。      |

i   V.国
際協力推進事業計画

(1)結核研究所補助金分            '

<国際結核情報センタ下事業>(14%)

【目的】欧米先進諸国において、結核問題は既に解決したかのように思われたが、最近殆どの国々

で結核問題が再興し、それぞれの状況に応じた対策が講じられている。今後の結核対策のあり方

を探るためには、先進諸国の動向を探り、それらの国でなぜ結核問題が再興しているか、どのよ

うな対策が必要であるか、どのような国際的な取り組みや協力がなされているか、それらの実態

に関する情報の把握とその検討が重要である。      '
【事業】

①米先進諸国や結核低まん延国における結核流行や対策に関する情報の収集、分析やその成果の

還元

②先進諸国で発行 (発信)される結核関係の文献や出版物・情報の収集や最新リス トの作成。

③結核分野に従事する人材の育成に必要な研修・教材に関する情報の収集について継続する。 :
【成果】

1)WHO等が主催する国際会議に出席し、最新の西欧・東欧諸国t北米の結核流行や対策に関す



る最新の情報を収集した。疾患負担 (GlobalBurdenOfDisease)改訂作業に関連し、菌陽性肺結核

中に占める塗抹陽性結核の割合の推定を、先進国のサーベイラジスデータを入手しそれを活用し

て行つた。オランダ結核予防会 (KNCV)が主催するTSRUに おいて先進諸国の結核疫学の情報の収

集をおこなつた。           ｀

2)先進国における結核サーベイランス、特に英国における結核データの管理に関する研究論文・

その他の情報収集を行つた。   '
3)OUT形式の人材育成の観点から、米国結核担当者会議に職員を送り、情報を収集した。

「       |   <在 日外国人医療相談事業>

【目的】近年、わが国より結核蔓延状況の高いアジア諸国や南米からの労働者等の入国が増加し

ており、外国人の多い地区で結核の罹患状況の悪化が危惧されている。これらは、今後の結核

根絶計画を推進する上で大きな障害となることから早急に対策を講ずる必要がある。本事業は

在日外国人に対し、積極的な結核医療を提供するために、患者の早期発見、治療、治癒をもた

らすための様々な対応を行い、結核対策の推進に寄与するものである。      '  :
【方法】結核予防会の施設に外国人結核相談室及びその分室を設置し、①外国人に対する結核に

関する電話相談及び来F~f相談、②外国人労働者を多く雇用している事業者への相談及び指導、

③日本語学校事業主、の相談・指導、④外国人結核患者を扱う病院や保健所合の協力支援等を

行うとともに、⑤啓発的資料や教材の作成、⑥調査活動、ワークシヨップ等の開催による関係

機関とのネットワークの強化などを行う。相談室には、保健婦、ケニスワ=カー、通訳t記録

員等を配置する。                ′

【結果】 l    .
①平成 20年度に実施した事業内容
‐1.電話相談

1)体制                 ,
毎週火曜日 (10時～15時 )、 在日外国人の結核に関する電話相談に応じている (火曜

日 17時まで、水・金曜日10時～17時はソーシャルワニカーのみ在室)。  '

保健師 (石川)、 ソーシヤルワーカニ (須小)、 通訳 2名 (中 国語 :斉藤、韓国語 :鄭

,金)で対応している。相談内容によっては結核研究所、複十字病院、第一健康相談

:   : 所、本部、他から助言を得ている。

2)相談の概要                                ″

i.件数         , 
´ :

i     平成 21年度 (21年 4月 1日 ～22年 3月 31日 )の相談件数は 160件 (内 :特定の対象

者がいる相談は 151件、対象煮が不特定の相談は 9件)だ つた。

il対象者の国籍 (151件中)

中国 :79件 中国から :11件 韓国 :25件

フィリピン:8件 インド:5件 ウガンダ :4件 イギリス :3件

インドネシア・パキスタンロネパール・ミヤンマー :各 2件
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i 台湾・タイ「ベ トナム・バングラデシュ・エチオピア・アメリカ・フランス :各 1件

不明 :1件

雨相談者 (160件 中)

対象者本人 :113件 家族・知人 :14件 医療機関 :3件 保健所 :23件

行政機関 :0件 学校 :3件 NGO:1件 その他 :3件

市相談内容                            '
a第一健康相談所における診療支援 :124件 (54名 )   '      〔

b電話相談 :36件

・咳などの自覚症状があるがどうしたらよいか :1件

・結核の治療を受けているが相談 したいことがある :1件

・結核の症状、検査t治療、感染や医療費など、結核に関して知りたい :4件

・患者人の対応について助言がはしい :10件       :
・通訳 してほしい :1′件

・翻訳 してほしい :1件

・結核に関する外国語の資料がほしい :11件

・外国の結核医療事情について知 りたい (現地の医療機関を紹介してほしい):7件

2.その他の事業

1)′ くンフレツトの発行
1

「ひょっとして結核 ?!結核についてもつと知りたいあなたへ」 (英語・中国語・韓国語

版)を改訂、発行した (各 2,000部 、計 6,000部 )。       1
2)資料の送付    ′                      .

医療機関、保健所、学校、NGOか らの依頼でパンフレット「ひょつとして結核?!結核

についてもっと知 りたいあなたへ」 (英語・中国語・ 韓国語・タガログ語・インドネシ

ア語・タイ語 :ミ ャンマー語 ロクメール語・スペイン語版)t相談室案内のリーフレッ

ト、他機関で作成された資料等を送付 した。           、

3)調査・研究

①結核研究所 (対策支援部保健看護学科)研修 (平成 21年 7月 30日 )

「当事者の立場から見たDOTS戦略～変わるべきは私たち」で「外国人電話相談室の立

場から」として報告した。             ,
②外来看護服薬支援カンファレンス (平成21年 5月 21日 、7月 27日 、9月 24日 、11

月 24日 t22年 1月 21日 、3月 25日 )       、   .

第,健康相談所で結核の治療を受けている外国人患者についてのDOTSカ ンファレン
′   ス (保健所、第一健康相談所呼吸器科、結核研究所対策支援部保健看護学科)に出

席した:

3.運営に関する会議の開催      :
1)在日外国人結核医療相談事業運営委員会
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①目的

相談事業を円滑かつ効果的に運営するための助言を得る。

②開催日                          :
平成21年 11月 24日

③内容               ,
平成 20年度及び21年度前期の事業報告、21年度後期及び22年度の事業計画につい

て

④出席者             .
(委員)石川、杉田、藤木、山田                  .

:   (オ
ブザニバー)富田、手塚、永田、星野、山下

(国際部)安藤、柳、市原                     1
(相談室)石川、須小          ・           .

<国際共同研究事業>         i

①結核菌検査を中心とする診断分野での協力の方向性の研究 (継続)

【研究担当者】角 泰人、御手洗聡

【目的】結核菌検査の精度評価と迅速診断に関する技術の移転の可能性と実践性、有用性を評価

する。

【方法】ガニナでは人工痰作成技術を移転し、NRL及び=部
の培養検査実施施設に対して人工痰

による喀痰塗抹検査外部精度評価を実施する。モンゴルでは NRLのスタッフに遺伝子検査技術の

移転を実施し、実際の臨床分離株について薬剤感受性検査結果と遺伝子検査結果の比較を実施す

る。同時に実践上の問題点や、臨床的有用性についても評価する:

【結果】モンゴルでは多剤耐性結核が疑われる患者から塗抹陽性喀痰 48検体を収集しt臨床検体

から直接結核菌の DNAを抽出して PCRで増幅して、当該キットによるLPAを実施 した。すべての′

検体で PCR反応は陽性となり、核酸抽出技術の改善が確認された。培養陽性となった31検体での

INHと RFP'で のLPAと 標準的感受性検査結果の一致率は、それぞれ 39.7%及 び93.1%で あらた。偽

陽性が数検体認められ、これは PCR amplicbnに よる汚染と考えられ、UV・ 次亜塩素酸ナ トリウム

水溶液処理等にて改善した。ガーナ野口研については、施設や技術の不足から細胞培養を断念し

たがtキ ット化した人工痰の作成により、現地でのパネルテス トスライドの作成に成功した。こ

の研究からは、新技術導入の際のパッケージ化の重要性が示唆されたものと考える。
:

【結核対策への貢献】結核の確実な診断技術を保証することで、医療資源の浪費を防止する。ま

た、耐性結核を迅速に診断する技術を移転することで、耐性菌の拡大を防ぐことが可能となる。

②結核菌体成分を用いた結核感染診断法の開発 (継続)

【研究担当者】樋ロー恵、原田登之

【目的】現在血液を結核菌特異抗原により刺激し、産生されるインターフェロンーγ量により結

核感染を診断する方法クォンティフェロン°TB-2G(OFT-2G)検査が普及しつつあるが:手技 "経

5



費の面において問題も残されている。一方、血清中の抗体検出による感染診断は容易で安価、か

つ迅速という利点があり幾うか開発されているが、特異度・感度共に十分ではない。本研究の目

的は、結核菌特異抗原を用い従来より特異度・感度の高い抗体検出による診断法を開発すること

である。        |    ′

【方法】結核感染者および健常者血清中の結核菌特異抗原に対する抗体を、まず ELISA法により

検出し、感度・特異度を検討する。結核菌特異抗原は、共同研究者であ:る Peter Anderten博 士か

ら供与されるもの、および我々が従来解析してきた菌体成分を用いる。        
｀

【結果】本年度は、Peter Andersen博士から休眠期の結核菌が産生する抗原の供与を受け:休眠

性結核感染を検出する方法の開発に重点を置いたため、本研究課題の進捗は見られなかった。

【結核対策への貢献】容易で安価(かつ迅速な血清診断の開発は、結核感染診断の普及につなが

るため、結核対策人は多大な貢献が出来ると考えられる。

③HIV合併結核の発病と予後に関するコホート研究 (継続、HIV/結核プロジェクト)

【研究担当者】山田紀男(吉山崇、石川信克

【目的】 HIV感染が結核罹患率及び結核の予後に与える影響、及び抗エイズウイルス薬療法(ART:

Anti― retroviral therapy)や他の医療介入 (結核早期発見・予防内服等)の結核罹患率・死亡率

減少効果を検討する。

【方法】タイ国チェンライ県で、HIVに関連した結核発生・予後とそれ対する対策の効果につい

て疫学・臨床を中心とした研究を行う。

1)HIV陽 性では集団感染の危険もある薬剤耐性結核の早期診断方法の効果の検討を行う。

2)HIV及 び結核に対する保健医療サービス向上が地域全体の結核死亡率低下に与えた影響につい

て、これiまで蓄積してきたサーベイランスデータを活用し分析する。

3)HIV陽性者ネットワ■クに参加しているHIV感染者コホー トの定期的に追跡調査を行い、ART患

者における結核発生状況・予後に対する結核検診・結核予防内服の併用効果の分析を行う:

4)全 県 AR丁 内服者データベースと全県結核患者及び死亡データベースのリンクを行い、地域レベ

ルでの ART患者における結核発生・予後を経時的に分析する。

5)ART世界戦略 (3x5)で使用される主要薬剤のひとつであるNVPを含むARTの 結核治療早期併用

例での安全性・有効性の分析行う。

【本 年度 の成果 日経過】               _

1)タ イ保健省、米国 CDCと 協力し、薬剤耐性結核早期診断方法でありWHO技術諮問委員会でも推

奨された LinePr9beAssayの 効果についてのオバレーショナルリサーチのプロトコール作成を行

つた。

2)2001年は、結核患者で抗エイズウイルス治療 (結核発病前又は結核治療中)を受けた割合は、

2002年 までは 1%以下であつたが、2003年 から上昇し2005年には約 44%、 2007年には 54%と なっ

た。一方 HIV陽性結核の死亡率は、2001年 は 50%で あったが2002年より減少しており、死亡減少

には結核患者への ART投与の効果だけでない要因があることが示唆された。HIV陰性結核患者の

死亡率は 13%程度で推移しているため、HIV合併結核の死亡率低下にはHiV合併結核特有の要因が

関与していると考えられる。これらには、HIV感染者への ART投与によりHIV合併結核重症例の



減少、合併症予防 (ST合剤等)な どのTB/HIV対策の関与が考えられる。

3)ART開 始前に予防内服受療例がそうでない例に比してt ART開始後の結核発症率が低いことを示

す結果が得られた。            _
4)ARTデータベニスの改編が行われたため、マッチングについて検討を要することが判明した。

5)NVPは安価な合剤があるためタイ国等では未治療例への第 1選択となっているが(リ ファンピ

シンと併用した際に血中濃度の減少度合いが Efaヤ irenz(EFV)よ りも大きいとし`ぅ問題がある。本

研究では、NVPの増量の是非についての臨床試験を実施してきたし昨年度報告したように治療成

績には差が見られなかったが、通常量群では増量群に比して NVP投与初期に血中濃度が有意に低

かった。NVP投与時に通常行われるLead― in(低量からはじめる)を省略することが初期の血中低

濃度を避 |す
:る ために輝切なのではないかという仮説に基づき:通常量で Leadrin無 しの群を設定

した。統計的に有意ではないが Lead一 ln無 しの通常量群が良好であった。しかしながら、ウイル

ス学的治療失敗がNVP通常量群で見られていることは注意すべきであると考えら、抗結核薬とART

が同時期に投与されている例で NVPベースのARTと EFVベースの ART症例の予後について観察的

研究を開始した。                       1  :
【結核対策への貢献】HIV感染は世界的に結核問題悪化 (罹患率及び死亡率上昇)に影響する重

要な問題であり、WHO新結核対策指針の主要項目の―つになつているし本フィール ド研究はその

対策策定に貢献すると期待される。                      ,
【結核研究所内の所属】HIV/結核プロジェクト

④次世代の結核標準化学療法レジメン確立のための基礎研究 (継続)〔新抗結核薬 “化学療法プロ

ジエク ト〕           1
【研究担当者】土井教生、関口純―朗    ヽ

【目的】新業を含む新しい 3～4ヶ月間・短期併用化学療法の標準レジメン確立のための方法論的

基礎を確立する。結核:M(X)DR― TB、 TB/HIV、 MAC感染症の化学療法と臨床研究に理論的基礎を付

与する。        t                    .  ′

【方法】新世代リスピラトリーキノロンDC-159a(第 =三共製薬)を対象に、近交系の健常 BALB/c

マウスを用いて、第一
｀
次抗結核薬剤リファンピシン (RFP)、 ピラジナマイド (PZA):イ ソニアジ

ド (INH)と新規抗結核薬 口候補化合物 DC二159aの併用時 (2剤併用・β剤併用)における同時併

用治療効果について追究した。  :
1)非感染マウスを対象とするPK―study:体 内動態 (LC― MSに よる血中薬剤濃度の極微量・同時分

析法)。        ヽ               ´

2)結核菌感染マウスを対象とする PD―study:薬理活性相関 (主要臓器 :肺・1卑臓・肝臓におけ

る治療効果)の 2種類の実験を実施し、4週間の併用薬 口投与後における DC159a｀ と各薬剤の PK

とPDの相関関係を追究。

【結果】1)PKttstudy:DC-159aは RFP、 INHと の組み合わせでは薬剤間相互作用を示さなかつた

が、DC-159aは PZAと の併用時に著明な薬剤間相互作用 (PZA血中濃度を長時間・高く保持する作

用)を示した。   .
2)PD― study:DC-159aと RFPと くにDC-159aと PZAと の間では併用効果が認められたが、DC-159a



と INHの では併用効果はまうたく認められなかつた。(3)DC-159aと PZAと の併用では良好な相

乗的 “併用治療効果が期待できる。(4),DC-159aと INHの同時併用/治療レジメンは無意味であ

ることが明ら    l           1                 1
【結核対策への貢献】         :
1)次世代の結核標準化学療法確立のための理論的基礎を定式化で1きる。'

2)新薬の臨床試験の開発方向をリー ドし、薬理学的見地から効率的な臨床導入に指標を与えるこ

とができる。

(2)政府開発援助結核研究所補助金     、

【目的】開発途上国に対する結核対策を中心とした国際協力の推進を行う。

【事業】            :
1)開発途上国の結核事情及びその対策に関する実態調査

`2)国際医療協力の在り方に関する検討

3)開発途上国への結核を中心とした医療協力企画、立案

4)我が国より派遣する専門家及び将来専門家となるべき人材に対し、国際協力に関する基礎

知識を与えt国際結核対策の専門知識・技術を習得させる。

<派遣専門家研修事業>            |

1平来国際協力に関わる日本人に対して、専門的研修を行つた。本年度は、3名にたいし実施した。

医師 1名 (期間 :平成 21年 5月 18日 から同年 7月 31日 )

結核対策に関する知識・技術 (結核の現状、疫学、細菌学、検査法、法令、HIV重感染問題、オ

ペ レーシヨナルリサーチ等)の習得を行つた。国際研修「ス トップ結核アクション研修」参加し

た。研修終了後、バングラデシュ国ダッカ国際下痢症研究センターにて、同国における結核対策、

研究の協議を行つた。

放射線技師 1名 (期間 :平成 21年 11月 9日 から平成 22年 2月 6日 )

近年、レントゲン検査が結核対策上重要性を増しており、本年度―名の放射線技師に対し研修が

実施 した:増 しているレントゲン検査に関して、主として途上国におけるレントゲン撮影の精度

管理に関する研修を行つた。フィリピン国マニラ首都圏で結核予防会が実施している外務省 NG0

連携無償事業プロジェク トに派遣された。

■イズ分野援助経験者 1名 (期間 :平成 21年 12月 2日 ―平成 22年 3月 31日 )

HIV結核 2重感染問題とそれに対応するための対策の連携は重要な課題となつているため、エイ

ズ分野及びボランティア分野での業務経験者に対して、世界の結核対策に関する知識・技術の習

得を目指し、また結核対策における国際ボランティラの潜在的役割の検証を課題として、研修を

実施した。
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:     <国 際結核情報セ ンタニ>(860/o)     ,

1991年 WHO総会で採択された世界の結核対策の強化目標達成を効果的に実施するために、世界の

結核に関する情報を収集管理し、国際および海外に対して迅速がつ的確に対応するための機関と

して、1992年 4月結核研究所に国際結核情報センタTが設置された6            :
事業内容は次の通りである。

1)ア ジア地域の開発さ上国対する結核対策向上のための技術、方法論の提供

2)結核問題に大きな影響を与えるHIV/AIDSに関する情報収集・  .

3)最新重要文献リストの作成

4)日本の結核対策の経験を国際的にしらせるため、日本の結核疫学・対策の歴史および最近め

動向に関する英文の論文 (ま たは冊子)の作成。

5)英文二i―スレター発行、ホームページ (イ ンターネット)の作成・維持を通じ、世界各国

への継続的根とワーク形成および啓発行う:

さらに研究的事業として以下を行うと                        ｀

6)ア ジア結核中蔓延国の結核情報疫学システム改善に関する研究的活動        ;
[方法]                        、

1)WHO西太平洋地域事務所 (WPRO)の cOHabOrating Centreと してt国際研修の開催、専門家の

派遣、会議開催の支援、調査実施の支援、SupranatiOnal Reference Laboratory(SRL)と しての

支援を行う。

2)日本政府の実施する結核対策分野における国際協力に対し必要な情報の提供など、技術的支

援を行う                         .
[経過]          ´

1)JICAプ ロジェクト国への技術支援、WHO/WPRO技術諮問会議、WHO/SEARO結核担当者会議、

WHO/SEAROオ ペレーショナルウサーチ会議、WHO結核対策インパクト評価タスクフォニス等を通じ

て、結核対策 1疫学調査に関する技術・方法論の情報を提供した。またWHO/WPROか らの協力を得

て実施する結核対策に関する」ICA国 際研修を通じて、技術 口方法論の提供を行つた (詳細は別項

参照)。 中国で実施された IUALTDア ジア太平洋地域会議の際には、WHOが出資しWHO/結核研究所

共催の有病率調査に関するサテライ トシンポジウムを実施した。WHO西太平洋地域事務所が発行

し加盟国に提供する結核疫学 コ対策年報作成べ技術支援を行つた。

2)WHO本部で開催された結核対策戦略技術諮問会議、ス トックホルムで行われた結核対策技術

革新に関するワ
=キ

ンググルー:プ (WGTINAT)、 WHO/SEAR会議などに職員を派遣し、結核及び TB/HIV

に関する情報収集を行つた:また、
i国

際研修生、文献等を通 じて、各国の結核および HIV/エ イズ

の疫学状況および対策に関する情報収集を行い、資料はデニタベースに登録した。

3)WHO本部で開催された結核疫学指標に関する会議等に参加し、情報の収集を行つた。

4)本活動については、疫学情報センターに協力する形で実施する方向で準備を行つている。

5)英文ニュースレタ■を 11回発行した。また、ネットワーク強化の■環として、研修卒業生デ

ータベースの修正を行つた。特に卒業生が 40名 以上ある国で、結核対策課長以上の職種について
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いる卒業生のIE握に重点を置いた。

6)3)に 関連し中蔓延国である中国香港特別区及びシンガポールの塗抹陽性及び培養陽性結核

の診断・登録情報について情報を得た。

上記情報の活用のための文献データベースを、改良した分類法・文献整理保管に基づきアップデ

ー トを実施した。      :               :

:               <分 担金>

結核の世界戦略強化の二
環として、下記の 2組織に積極的に参加しtその分担金を支払つた:

(1)結核肺疾患予防連合 (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease:

IULATLD)

本組織は、世界における結核予防活動やその研究を推進している最大の民間連合組織で、世界保

健機関 (WHO)への技術的支援機能も果たしている。日本は中心を担うメンバーであり、結核研究

所の職鼻が理事あるいは役員としてその活動に貢献している。

(2)結核サーベイランス研究機関 (丁 uberculosis Surveillance Research Unit:TSRU)

本組織は世界における結核の蔓延とその制圧に関する疫学研究機関で、現在オランダ王立結核予

防財団に事務局をおき、IUATLD本 体ゃWHOに 対するシンクタンクとしての重要な機能を果たして

いる。日本の結核研究所は、オランダ、イギリス、フランス、スウェーデン、ノールウエイ等と

ともに重要な研究メンバーとして貢献している。近年は、タンザニア、中国、ベトナムなど開発

途上国から研究成果が活発に討議されるようになり、途上国の結核対策にも貢献する内容となつ

ている。2009年 4月 にソウルで行われた会議では、結核研究所かけは、カンボジアにおける家族

集積性と家族検診の意義に関する研究、東京におけるストレプトマイシン耐性株の伝播状況に関

する研究、日本における慢性排菌患者の動向に関する研究、日本の新しいサーベイランスシステ

ムに関する研究の発表を行つた。また研究所職員 1名が、ScientificCommitteeメ ンバーに選出

された。

<結核国際移動セ ミナー事業>

本年度、3カ 国で実施した。              
｀

(1)フ ィリピン     ‐

平成 22年 2月 23日―同24日 にフィリピン国マニラ市 トンド地区及びケソン市パヤタス地区を対

象地域とし、結核対策を実施する医療従事者、住民保健ボランティア、結核患者そその家族を対

'気

|こ 、 ``Seminar oh Creating understanding On Data and Knowledge Management Of Community Based

Responsё s Against Tuberculosis"と 題し、Conlmunity DOTSを 中心としたセミナーを実施した。

平成 22年 3月 16日 から同 18日 に、マニラ市保健局結核担当官を対象とした結核患者疑い患者の

DOTSセ ンターヘの確実な紹介の実施と結核患者の診断および治療等に関する情報の効率的な収集

方法を含めて、マニラ市及びケソン市結核担当官を対象とした巡回指導技術の向上についてのセ

ミナーを実施した。 .

10



(2)ザンビア    ′  ′

2009年 10月 1日ザンビア国ルサカ市内にてこ結核ボランティアを対象としたセミナーを実施し

た62009年 12月 7日 から同年 12月 11日 まで、ルサカ市内バウレニ地区及びジョージ地区で患

者サポー トを行う結核ボランテイアと同地区保健所において結核対策に関わる看護師計 39名 を

対象に、結核‖IVに関して特にカウンセリング、在宅訪問看護、治療支援について技術と習得を

目的として実施した。日本において」ICA国際研修を終了しルサカ市保健局勤務の 2名 の協力を得

て実施した。

(3)ネパ■ル '           '
Lot quality assurance sampling(LOAS)法 に基づく塗抹検査精度管理向上を目的とした研修を

実施した。カトマンズの National TB Centreにおいて、1日の LOASリ フレッシャ=ト レニニン

グ (参加者は全国の精度管理担当者 (Regiona1 0C Assessor)を中心とした 14名 )を実施した。

その後、西部地方 Butwalにて西部地方の南部 3地区にもぃて DTLO(地 区結核担当官)と 鏡検著を

対象者にLOAS法に基づく精度管理拡大準備トレ三ニングを実施した。   l



ス トップ結核ジヤパン (Stop TB」 apan)ア クションプラン

～結核の征圧に向けた国際協力に関する官民パー トナーシップ～

7月 24日

務      省

労   働   省

 ́        独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構

財 団 法 人 結 核 予 防 会

ス トツプ結核パニ トナーシップ日本

本アクションプランは、「ス トップ結核世界計画2006-2015」 がカバーする20
15年までを念頭において作成されたものである。2015年 までに同世界計画が見直され

た場合には、1五者は必要に応じて協議を行う。

1.基本的考え

(1)近年の結核問題の特徴

かつて国民病とまで言われた結核も、日本人にとり今や「昔の病」と考えられがちであ

る。しか し、世界全体では人口の 3分の 1(約 20億人)が結核既感染者と推定されt発

症数はアジアに半分以上が集中しており、近年アフリカでの被害も深刻である。2006

年には年間016万人が発症、予防も治療も可能な疾病でありながら166万人が死亡す

るなど、今でも大きな健康被害を与える深刻な感染症として、世界三大感染症の一つと位

置づけられている。結核患者及びその死亡者は、大半が最も生産的な年齢層に属しており、

HIV/エ イズとともに途上国の経済及び社会の発展にとり大きな阻害要因となつてい

る。          ―

不適切 な治療による、より治療が困難な多剤耐性結核 (MDR― TBIMし lti

drug―resistant tuberculosis)や 超 多剤耐性結核 (XDR― TB:Extensively

drug― resistant tuberculosis)の 蔓延が、近年問題になつてきており、アフリカをはじ

めとするHIV/エ イズとの重複感染の増大1と あわせて大きな問題となづている。

(2)国際社会の取組と各種目標

:結
核は、生涯発病の危険性がある慢性感染症である。感染症の広がりには国境が無く、

結核の征圧に向けた根気強い取組が必要で、そのためには国際的な協力や連携が欠かせな

い。

2000年 の国連ミレ手アム・サミットを受けて作成されたミレニアム開発目標 (MD
Gs)の 目標 6タ ーゲット8においては、結核の「発生率の増加を2015年 までに阻止

し、その後発生率を下げる」とされた。

これを受け、1998年に世界保健機関 (WHO)が中心となつて組織されていた「ス

平 成 20年

外

生厚
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トップ結核イニシアテンブ」が強化され、2000年 に「ス トップ結核パー トナニシップ」

が設立された。目的は1結核感染の阻止 (精度の高い検査、直接服薬確認療法 (DOTS:
′
Directly Observed Treatment,Short― coursb)の 拡充、抗結核薬の供給量増カロ1価格低

下・質の向上)、 新たな難題への対処 (多剤耐性結核の予防・対応、HI∨ /エイズ関連

の影響低減).:結核の征圧 (検査技術の申善、抗結核薬やワクチンの研究開発)の三本柱

である。また、20.06年に発表された「ストップ結核世界計画2006-2015」 で

は、2015年 には結核の患者や死亡数を1000年 レベルから半減させることを最終日

標としている。  .  :

国際社会は
:こ

れらの国際目標を実現すべく支援を行うてきたが、更なる国際的な努力が

求められており、国際社会は一致して早急に対応する必要がある。         ~
第4回アフリカ開発会議 (TICADⅣ )及びG8北海道洞爺湖サミットにおいては、

結核対策を含む感染症対策と保健システムの強化や母子保健対策をバランスよく行うこ

とにより、各種の問題解決につながるとの問題意識をもって、国際保健についても議論さ

れた。特にG8北海道洞爺湖サミットに向けては、内外の非政府団体 (NGO)か らの意

見を集約するとともに、3回の保健専門家会合を開催し、WHOを はじめとする保健関連

国際機関やアフリカ連合等のアウトリーチ国からの意見を聴取した。国際保健に関する,

連の議論を通じて、結核対策の重要性が改めて確認されるとともに、国際社会として今後

:も 取組を強化していくことが表明された。  1

(3)日 本の取組 ,1                       ´

結核を含む感染症の脅威に対しては、脅威にさらされた一人ひとりの個人を「保護」す

るとともに、脅威に対処するために自ら選択・行動できるよう「能力強化 (エ ンパワーメ

ジト)」 を図る「人間の安全保障」の考え方に基づいて対処することが効果的である。ま

た、かつて結核対策は日本の感染症対策を含む疾病予防の主要課題であつたことから、結

核分野での研究・検査 口治療技術の日本の水準は高く、1963年 以降、国際協力事業団

(現独立行政法人国際協力機構 :」 ICA)や財団法人結核予防会 (結核研究所を含む。

以下結核予防会という。)が中心となって途上国等から2000名 超の専門家を訪日させ、

: 育成してきた。今では彼らが各国の結核対策の核となつている。またDOTS戦 略の推進

をはじめ、WHO等国際機関で活躍する日本人専門家も増えてきている。結核は貧困や人

権に関わる問題であり、結核分野における日本め技術と経験を活かして国際協力に取り組

むこ.と は、日本外交にとっても有意義である。         ^   
‐

また、国際的な結核対策への関心の高まりを受け、2607年 11月 、「ストップ結核

パrトナーシップ日本」が発足、同 12月 にはこれを支援する「ス トリプ結核パニ トナー

シップ」推進議員連盟が立ち上げられた。

また、MDG6タ ーゲット8、 「ス トップ結核世界計画2006-2015」 及び「M
DR― TB/XDR― TB対策世界計画2007-2oo8」 の諸目標の実現に資するベ
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く、2008年 7月 に、外務省、厚生労働省、結核予防会及びストップ結核パー トナーシ

ップ日本は、WHO西 太平洋地域事務局との共催で、TICADⅣ 及びG8のフォローア

ップの一環として国際結核シンポジウム「世界における結核の征圧に向けて7アジアから   `
アフリカまで― (ToWard Eliminati6n df TB in the WOrld― From Asia to Africa二 )」

を開催し、「ス トップ結核ジャパン・アクションプラシ」を発表し、日本の官民が連携し  、

て国際的な結核対策に取り組んでいくことを表明するとともに、国際的な連携強化を呼び

かける。

2.目標及び実施

● 本アクションプランにより日本の官民 (民間部門は市民社会の活動や産業界の社会貢献活

1 動を含む)が連携して、世界の年間結核死者数の 1割 (16万人)を救済することを念頭

に置き、世界、特にアジア及びアフリカにおける年間結核死者数の削減に取 り組む。

● 政府 (外務省、厚生労働省)及び」ICAは、本アクションプラン実施に向け必要な施策

を実施するとともに、結核対策を含む保健分野に知見を有する結核予防会やス トップ結核

ノく― トナーシップ日本等のNG6(以下日本のNGOと いう。)の主体的活動を支援する。

● 日本のNGOt特に「ストップ結核パー トナーシップ日本」は、政府、世界エイズ・結核・

マラリア対策基金 (以下世界基金という。)、 WHO等 の国際機関と連携して本アクショ

ンプラン実施に向け主体的に関与する。

● 上記の目的を達成するために、結核予防会及び厚生労働省は技術協力と対策の実践に必要

な質の高い技術力を備えた国内め人的資源の確保に努める。

● 世界基金理事会及び保健分野の日米パー トナーシップ会合等の場を活用し、世界基金等の

トップドナーである米国を含む立場や関心を共有する国々との連携を強化する。

<フォローアップ>
● 本アクションプランの実施に係るフォロTア ップのため、外務省、厚生労働省、」ICA、

結核予防会及びス トップ結核パー トナニシ

'プ
日本は、随時意見交換を行う。

31具体的取

(1)日 本の知見の国際的な活用                      ′

<結核専門家の国際的ネットワーク強化>             `
● 結核予防会は、」IcAの研修等に参加するためにこれまでに訪日した開発途上国を中心

とする結核専門家2000人 超を結ぷネッ トワークを強化しtこれらの専門家が関与する

各国での結核対策に貢献する。2008年 ラ月の国際結核シンポジウムは、これらの専門

家の参加も得て、上記ネットワーク強化の一助となることが期待される。

<国際機関による結核対策への日本のNGOの参画の促進>   ′

● 政府は、日本のNGOが、国内の結核対策で培つた経験をより広い国際協力の場で活用し、

14



多国間の国際協力にも積極的に関わることができるよう適切な助言や情報提供を行う。具

体的には、政府は日米パートナーシップ協議等の二国間援助協調協議や、世界基金、lWH
O、 UNAIDS、 GAVIプ ライアンス (旧 ワクチン予防接種世界同盟)等の国際機関

やゲイツ財団等の民間財団 (以下国際機関等という。)と の協議において、実際に結核対

策で成果を挙げている日本のNGOを積極的に紹介する。また、日本のNGOに対しては、

i これらの国際機関等が行う結核対策プロジェクトに参画が実現されるよう適切な助言を

行う。

● 日本のNGOは、政府による支援案件に協力するとともに、「上記の国際機関等が実施する

結核対策プロジェクトに積極的に参画し、事業の運営に携わることを目指す。

(2)結核高蔓延国における結核対策支援の強化         `
日本のこれまでの実績に基づき、技術支援と人材育成に重点を置きt高蔓延国における結

核対策の強化に貢献する。

<二国間協力による結核対策の実施>
● 政府は、ネパール、イエメン、フィリピシ、カンボジア、ザンビア等を含め、結核高蔓

延国における結核対策のため二国間の技術協力を実施してきた。政府は、」 ICAを通じ

てのこのような結核対策への取組を継続し、同時に世界基金等の国際機関や民間財団との

連携に留意する。また、」IcAは、結核高蔓延国における結核専門家の人材育成を強化

するため、本邦研修や第二国研修の充実を検討する。   |       :
● 結核予防会は、政府による二国間協力の実施にあたり、研修員受入を含む」 ICAの結核

対策協力事業に対して必要な協力を行う6         1

<世界基金を通じた貢献>
● 政府は、結核を含む三大感染症の対策支援における世界基金の役割を重視して、これまで

世界基金に:対 し総額約 8億 5000万 ドルを拠出した。また、2008年 5月 、政府は2

009年以降、当面5.6億 ドルを新たに拠出することを誓約した。政府は、今後も引き

続き世界基金の活動を支援し、理事会等への出席を通して世界基金の資金が結核対策に着

実に配分されることを確保する。

● 政府は、世界基金の採用関連情報を提供することによりt保健分野に知見や関心を有する

邦人がより多く世界基金事務局に採用されるよう側面支援する。また、日本のNGOによ

る世界基金支援事業への参画を支援するとの観点から、政府は、NGOと の間で開催して

いる定期懇談会等を活用し、世界基金の支援事業に国際NGOが どのように関与すること

ができるか等の情報提供を行う。

● 政府は、世界基金の支援により結核対策が着実に実施されるよう、世界基金の支援事業の

形成・申請を行う各国の国別調整メカニズム (CCM)や同事業の実施に責任を負う資金

受入責任団体 (PR)に対しwHoと協議の上、拠出金を活用してコンサルタントを派遣
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し、案件形成、申請,運営等に関する技術的支援を行うことを目指す。政府はt WHOを
通じたコンサルタン トの派遣に際して、 (適切な場合は)国内の結核専門家を推薦する。

当該専門家iま 、世界基金への申請書作成過程において、日本の知見・意向を盛り込むとと

もに、案件実施の際に日本のNGOが参画できる機会を設けられるよう努める。

● 日本のNGOlよ、後述の「日本NGO連携無償資金協力」や「草の根技術協力 (以下「草

の根技協」という。)」 スキームも活用しつつ、当該国における世界基金案件の形成、申

請、運営に関与する機会を確保し、独自に世界基金案件の形成、申請、運営に参加できる

よう努力する。                           1

<日本のNGOが主体となる支援活動>        '
● 日本のNGOは、結核高豪延国を中心に、対象国を絞った上で結核対策支援プロジiク ト

を実施する。日本のNGOはその実施に際して、当初数年間は外務省の「日本NGO連携
: 

無償資金協力」、JICAの 「草の根技協」等のスキニムの活用を検討する。また、世界

基金やその他の国際機関等のスキームを使うことを目指す場合、政府は当該NGOに対し

て適切な助言を行う。これらのプロジェクト実施に当たり、比較優位がある場合には、世

界抗結核薬基金 (GDF)の活用が最大限図られるよう配慮する。         |
● 結核予防会は、本アクションプランに基づく事業として、既に開始したフィリピン及びザ

ンビアにおける「日本NGO連携無償資金協力」による結核対策プロジエク トが成功する

よう最大限の努力を払う。その際、結核予防会は、当該国における日本以外の援助機関と

積極的に連携・協力し、上記スキームを活用した活動を数年実施した後は、日本以外の国

際援助機関による支援活動に参画することを目指す。

● 日本のNGOは、ス トップ結核パー トナーシップ日本が中心となり、結核が世界的に最も

喫緊に対処が必要な疾患の一つであることを多くの人々が理解し、世界の結核対策に如何

に貢献できるか考える機会を与えるよう政府の協力の下で積極的な広報、啓発活動を行う:

<結核菌検査体制の向上/結核専門家の育成>

,結 核対策を強イ|するための第一歩として、結核予防会がWHOと 連携して結核菌検査体制

整備プロジェクトを策定する。外務省は、拠点となる結核関係の研究所:結核検査施設に

対し、日本のNGOの提案を踏まえ、「草の根・人間の安全保障無償資金協力」等を活用

した機材供与、もしくは技術協力を、必要に応じJICA、 厚生労働省、結核予防会等と

協議しつつ検討する。

● 結核予防会は、東京医科歯科大との協力の下、文科省平成20年度「新興・再興感染症研

究拠点形成プログラム」スキームを通じてガーナ大学野口記念医学研究所 (以下野口研と

いう。)に研究拠点を設置する。政府は、野口研を拠点として結核予防会が実施する研究

活動
.(特

に西アフリカ地域における結核関連調査)を支援する。結核予防会は、同研究所

におぃてMDR― TBや XDR― TBの研究を進め〔研究活動を通じた専門的人材育成に

努力する。
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める
。

　

一
口

く対策実施に必要な調査 口研究の支援等>                  ′

● 途上国が実施する「結核実態調査」はMDGsの達成状況をモニタTする上で重要である:

日本にとっては1950年代以降の経験を持つ分野であり、政府及び」ICAは、途上国

からの要請があればこの調査への技術支援を検討する。       1
● また、政府、」ICハ及び結核予防会は、結核対策に直接役立つオペレーショナルロリサ

ーチ (対策研究)のあり方にういて協議を継続する。              、
¨

● ×DR、 MDR治療のための新薬、新検査薬などの開発t臨床試験が行われ、世界の注目

を集めており、その早期の実用化が期待されている。ストップ結核パ下トナーシップ日本

は、結核に関する世界の新薬、新検査薬などの開発や早期の実用イヒに向けた環境作りを進

006年の結核年間発症者数・死亡者数 (推定)

(出典:WH02008年結核対策報告書) ※1963年から現在まで

に日本で受け入れてき

,た結核研修生の数 (」 I

CA研修員受入を中心

とする)
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感染者総数 約20億人 (世界の人口の約 3分の 1)(既感染者数)

年間新規発症者数 約 916万 人 (2006年 )。

年間死亡者数 166万 人 (2006年 )

発症数 (万人) 死亡者数 (万人) 専門家数 (人 )※

アフリカ地域 280. 8(31%) 63.9(39%), 229(1 1%)

ア メ リカ地域 33. 1 (4%) 4.1(2%) 179 (9%)

東地中海地域 57. 0 (6%) 10.8 (70/o) a09(15%)
欧州地域 43. 3 (5%) 6.2 (4%) 34(2%)

南東アジア地域 310.0(34%) 51.5(31%) ` 599(29%)
西太平洋地域 191.5(21%) 29.1_(18%) 706(340/0)

合計 915,7 165.6 2056(人 )



公益財団法人結核予防会

平成21年度実施事業概要 (抜粋)

I結核予防の広報・教育                         |

1:第 61回結核予防全国大会の開催       ′

第
'61回

結核予防全国大会を、結核予防会総裁秋篠宮妃殿下の御臨席を仰ぎ、鳥

取県との共催により、平成 22、年3月 18日 (木)～ 19日 (金)に鳥取県鳥取市のと
|

りぎん文化会館、ホテルニューオータニ鳥取において開催した。

2.報道機関との連絡提携

(1)結核予防週間に合わせ、広報資料ニュTス リリースを発行し、‐全国の主要

報道機関 (新聞社、放送局、雑誌社)に提供した。

(2)結核関係資料を報道関係者に随時提供した。

(3)ACジャパン支援キャンペーンで、「立ち止まつて考えてみよう」編を作成。

ビー トたけし氏が「結核は現代の病気だ」とメッセージを発信し、各メデイア

による普及啓発増進を図ったg

3.結核予防週間の実施

9月 24日 (水)か ら1週間、「結核は現代の病気です」を標語に全国一斉実施。

主催は、厚生労働省、都道府県、政令市、特別区t(社 )日 本医師会、(財)結核予

防会、
｀
(社)全国結核予防婦人団体連絡協議会、(財)健康・体力づくり事業財団b

行事は、各地域の実情に合わせて行い、本部が全国規模で行つた事業は次のとお

り。        |                                十

(1)教育広報資料の作成配布等

①結核予防周知ポスタ下

ACジャパン支援キャンペニンの内容に合わせ、「立ち止まって考えてみよう」

編をB3判、カラTで作成し、全国支部t配布希望の企業、医療機関、学校に配

布した。  i
②結核予防のリーフレット「結核の常識」
二粒一粒をシールばうやにした抗結核薬カプセルのイラストを中央に配置し

た体裁で、最新の結核の情報を掲載して作成、全国支部、配布希望の企業、医

療機関、学校に配布した。

③禁煙ポスター
′

5月 31日 からの禁煙週間に合わせて作成し、配布希望の企業、医療機関、学

校に配布した:
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(2)10月 3日 (土)～4日 (日 )に東京都千代田区の日比谷公園でtグローバル

フェスタに参加 し、国際協力関係者の中で結核予防知識の普及啓発を行つた。

4:世界結核デーの実施

3月 24日 (火 )の世界結核デニを記念して 3月 4日 (木 )に東京都港区のヤクル

トホTルで、世界結核デニ記念フォ
=ラ

ムを実施し:関係各所に広報活動を行つた。

※  「世界結核デー」とは・・1382年 3月 24日 のコツホによる結核菌発見の発表

を記念し、世界の結核根絶への誓いを新たにするために 1997:年制定され、以

降毎年 3月 24日前後に世界で記念イベント等が実施されている。

5.「複十字」誌の発行

年 6回 (隔月)、 毎号 18,000部発行した (大会号は19,000部 )。 結核およびこれ

に関連する疾病の知識とその対策、各地の行事等幅広く収録。全国支部経由で都道

府県衛生主管部局、市町村、保健所、婦人団体に配布した:

6.全国支部および関係機関合の情報配信

本部 口支部の活動状況、各種の行事、情報等の連絡速報としてメーリングリスト

にて全国支部に配信した。

7.教育広報資材の貸出し

普及啓発用の展示パネル、ビデオ・DVD等を、保健所、学校、事業所その他に

無料で貸出しを行つた。              i  `
(1)展示用パネル   '
①「結核予防パネル」1組 (6枚 1組 )

②「世界の結核パネル」1組 (6枚 1組 )

③「結核の基礎知識パネル」3組 (6枚 1組 )

④「世界の禁煙ポスター」大 1組 (8枚組)・ 小3組

(2)結核予防ビデオ・D∨ D       `       ´

①「人が人を治すT結核の保健指導一」(27分)       :
②「いま学ぶ結核の病理」(23分):
③「結核の免疫一細胞性免疫の分子構造―」(16分 )

④「結核つてどんな病気?」 (17分 )⑤ 「結核最前線をゆく」(21分 )

(3)結核啓発DVD(TV放映分)

.①「たけしの本当は怖い家庭の医学」日本テレビ (55分 )

②「ためしてガッテン」NHK(42分 )
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③「スクランブル」テレビ朝日 (11分)  t
④「鳥越俊太郎・医療の現場」BS朝日′(30分 )

8.複十字シール運動担当者会議の開催

結核予防会の広報活動と複十字シール運動の活性化を目的とし、5月 19日 (火 )、

東京国際フォーラム (中 央区)において 23名 の参加者を得て開催tた。

9=グロニバルフエスタ」A P A N2009へ の出展

10月 3日 (土 )～ 4日 (日 )に、東京都 日比谷公園で行われたグローバルフェス

タ」A'P A N2009に おいて、ブTス 出展・資料配付、ワークショップ「フィリピン F

ザンビアにおけるプロジェク ト報告」を行つた。           (
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第1回 医療の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 (H22.2.8開 催)提出資料より 参考資料3

「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」開催要綱

厚生労働省医政局研究開発振興課

医薬食品局審査管理課

○ 欧米では使用が認められているが、国内では承認されていない医薬品や適応(以下「未
承認薬・適応外薬」という。)について、辱療上の必要性を評価するとともに、公却申
請への該当性や承認申請のために追加で実施が必要な試験の妥当性を確言忍すること等
により、製薬企業による未承認薬・適応外薬の開発促進に資することを目的とする。

2.検討事項

(1〉 医療上の必要性                :
・生命に重大な影響がある疾患である等、適応疾患が重篤であること
・当該疾患に係る既存の療法が国内にない等、医療上の有用性があること

のいずれにも該当するか否かを検討する。
(2)公知申請への該当性及び追加実施が必要な試験

医療上の必要性が高いと評価された未承認薬口適応外薬について、公知申請べの該   ~
当性や承認申請のために追加で実施が必要な試験の妥当性を確認する。

、(3)その他

製薬企業が開発を行う医療上の必要性が高い未承認薬・適応外薬について、
定期的に開発進捗状況を確認する。イ
 また、未承認薬口適応外薬の開発助成の是非、支援額の上限についての検討ロ

確認を行う。                          ,  メ

その他、必要な事項の検討を行う。                     i

○ :検討会議は、薬物療法に関する医学的口薬学的な学識経験を有する者で構成し、各疾
患領域に対応する。             ~

O 検討会議は、構成員のうち1人を座長として選出する。

○ 検討会議はt年 4回を目途に開催するが、必要に応じて随時開催することができる。
O 検討会議は、知的財産権等に係る事項を除き、原則公開するとともに、議事録を作成・

`

公表する。
O 検討会議は、検討事項について具体的な調査を行うため、各疾患領域に係る専門家か

´
′

らなる専門作業班会議を開催することができる。

○ 検討会議の庶務は医薬食品局審査管理課が行い、医政局研究開発振興課及び保険局医
療課がこれに協力する。



か要望の公募にも炉て,未承認薬甲適応外薬に係る開発 (

欧米では使用|が認められているが、国内では承認されていない医療上必要な医薬品や適応(未承認薬ビ適
応外薬)に係る要望の公募を実施。募集期間は、昨年6月 18日 から、8月 17日まで:

N

今後1ま、未承認薬t適応外薬の開発促進に資するためt医療上の必要性の評価、公知申請べの該当性や承'

認申請のために追加で実施が必要な試験の妥当性の確認などを行う。    1        :   :
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(1)適応疾病の重篤性が次のいずれかの場合            .
ア 生命の重大な影響がある疾患(致死的な疾患)

イ 病気の進行が不可逆的で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患
ウ その他日常生活に著しい影響を及ぼす疾患          |

(2)医療上の有用性が次のいずれかの場合
ア 既存の療法が国内にない
イ 欧米の臨床試験において有効性・安全性等が既存の療法と比べて明らかに
優れている

ウ 欧米において標準的療法に位置づけられている
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国立病院機構における結核医療の取り組み

国立病院機構における結核医療については、平成21年度を初年度とする5年間の中期目標及び

中期計画において適切な実施を明確化しており、診療、臨床研究、教育研修を一体とした取り組み

を推進。

6杢菌あス院憲暑あ

“
"を

診療

○呼吸器疾患研究ネットワーク
結核病床を有する53病院のうち39病院が

参加する呼吸器疾患研究ネットワークを形成

○ネットワークを活用した研究
国立病院機構のネットワークを活用した多施

設共同研究を実施

(具体例 )

・多剤耐性結核・超薬剤耐性結核の実態調査及

び治療法等 (H21-23 23施 設)

・高齢結核の実態調査と治療マニュアル作成と

宿主要因解析 (H21■23 24施設)

::髯義‐写rll:,||,,1皐 尋́111
1聯郭半ギ1「

‐イ1「1711‐Tl

ll穆言蠅 鋏話|

○初期研修医

基幹型臨床研修指定病院と結核病床を有す
る病院の連携による初期臨床研修の実施

(具体例 )

・岡山医療⇒南岡山病院 1か月(約 15名 /年 )

・長崎医療⇒長崎川棚医療2か月(約 1名 /年 )

・東京医療⇒東埼玉病院 1か月(約 15名 /年 )

神奈川病院 1か月(約 15名 /年 )

(参考)臨床研修指定病院 基幹型 53病院
協力型 116病院

○機構独自の専修医制度 (後期研修医)

結核研修を取り入れた呼吸器科専門プログラ
ム等の実施

中期計画 (抜粋 )

地域医療への一層の貢献とともに、これまで担つてきた結核やエイズをはじめとする感染症、重症心身障害、筋ジストロフィーをは

じめとする神経 0筋疾患、精神科医療など他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療について、政策医療ネットワー

クを活用し、引き続き適切に実施することによリセーフティーネットとしての機能を果たす。特に、以下に掲げる事項について一層の

推進を図る。

【結核医療など】 結核との重複疾患への対応
薬剤耐性結核への対応
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一日あたりの結核入院患者数の推移 (全国)

174F 18年 19年 20年

口医療法人等

J公的医療機関

■国口自治体

■国立病院機構

国立病院機構では、全
国の結核入院患者の

43%を診療
うち、多剤耐性結核は
全国の66%を診療※

16年 17年 18年 19年 20年

国立病院機構
(45。 7%)

2,945.1ノに

(43.7%)

2,405.9A

(43.6%)

1,964.lA

(44。 1%)

1,733.3ノ｀

(43.3%)

1,597.7A

国・自治体
(21.3%)

1,376.1人

(21.2%)

1,170.2人

(19.1%)

862.5A

(18.4%)

724.OA

(21.6%)

796.8りk

公的医療機関
(6.2%)

398.4ノk

(6.5%)

360.8A

(5.7%)

257.8A

(6.0%)

234.7A

(6.0%)

221.3ンに

医療法人等
(26.8%)

1,731.0人

(28.6%)

1,574.6人

(31.6%)

1,424.4A

(31.4%)

1.234.5ノ｀

(29。 1%)

l,072.7人
‐

総数
(100.0%)

6,450.6ノ｀

(100.0"

5,5‖ .5人

(100.0%)

4,508.8A

(100.0%)

3,926.6ノ｀

(100.0り

3,688.6A

※平成20年度国立病院機構共同臨床研究「難治性結核・抗酸菌症の疫学・予防・診断口治療」研究報告書より



国立病院機構の呼吸器内科及び感染症内科医師数

国立病院機構全体で、507名 の呼吸器内科及び感染症内科の医師 |
が勤務している(全国比11.9%)。 うち、結核病床を有する病院では、301
6名が勤務している(全国比7.2%)。                |

表 :全国と国立病院機構の呼吸器内科、感染症内科医師数

呼吸器内科 感染症内科 小計 医師総数

全国 4,003人 261人 4,264人 167,064人

国立病院機構

(全国比 )

490人 17人 507人

(11.9%)

7,533人

(4.5%)

うち結核病床を有する病院

(53病院)

306人 0人 306人

(7.20/o)

※平成22年 厚生労働省医政局 「必要医師数実態調査」より



国立病院機構の結核病床と呼吸器疾患研究ネットワークの状況

結核病床を有する病院は53病院あり、うち39病院が呼吸器疾患研究ネットワークに参加

都道府県 病院名
病床致

(22年 4月 )

入院患者致

(21年 度一日平均 )

ネットワーク構成病院
(● はリーダー病院)

北海道

に海道医療センター O

国館病院 0

口川医療センター 0

薔広病院 O

青森県 弩森病院 O

岩手県 餞岡病院 0

宮城県 雪城病院

秋田県 らきた病院

山形県 J形病院 ※ O

福島県 題島病院

茨城県 麦城東病院 0

栃木県 1都宮病院 100 0

群馬県 口群馬病院 277 O

埼玉県 に埼玉病院 100 O

千葉県 千葉東病院 50 O

東京都 籠京病院 100 0

神奈川県 中奈川病院 369

新潟県 雪新潟中央病院 50 0

富山県
=山

病院 50 386

石川県 尾病院 O

福井県 冨井病院 252

山梨県 P府病院

長野県 につもと医療センター 50 0

岐阜県 曼良医療センター O

静岡県 尺竜病院 50 O

愛知県 に名古屋病院 0

二重県 二重中央医療センター 224 O

※は都道府県唯―の結核指定医療機関

都道府県 病院名
病床数

(22年4月 )

入院愚者数

(21年 度一日あたり)

ネットワーク構成病院
(●はリーダー病院)

滋賀県 崚賀病院 20

京都府 村京都病院 1∞ O

大阪府
丘畿中央胸部疾患センター ●

]根山病院 2∞ 1159 O

兵庫県
員庫青野原病院

員庫中央病院 100

奈良県 彙良医療センター       ※ 100 505

和歌山県 1歌山病院

鳥取県 鮨取医療センター O

島根県 公江医療センター 25 O

岡山県 何岡山医療センター 100 O

広島県 1広島医療センター 200

山口県 山口宇部医療センター 100 0

徳島県 に徳島医療センター 0

香川県
=松

医療センター 100 0

愛媛県 腱媛病院 0

高知県
=知

病院 22 0

福岡県
牟ヽ田病院 O

冨岡東医療センター 233 O

佐賀県 薇佐賀病院 277

長崎県 曼崎川棚医療センター 35 O

熊本県 償本南病院 100 0

大分県 E別府病院         ※ O

宮崎県 雪崎東病院 235 0

鹿児島県 帽九州病院 0

沖縄県 中縄病院 0

計 3223



呼吸器疾患ネットワーク研究実績 (結核)

国立病院機構のネットワークを活用した多施設共同研究を実施

:研
究課題名 施設名 (実施機関) 研究期間

難治性結核B抗酸菌症の疫学口予防口診断・治療に関する研究 匠畿中央胸部疾患センター  (28施設) H16年度 ～ H20年度

政策医療呼吸器ネットワーク構築 近畿中央胸部疾患センター  (54施設) H16年度 ～ H20年度

高齢者結核の実態調査と治療マニュアル作成と宿主要因解析 東京病院         (24施 設) H21年度 ～ H23年度

多剤耐性結核口超薬剤耐性結核 (XDR―TB)の実態調査及び迅速診

断口迅速入院法口治療法(新しい化学療法剤、外科療法等)

近畿中央胸部疾患センター  (23施設) H21年度 ～ H23年度

難治性結核(糖尿病合併結核・HⅣ合併結核)の実態調査と対策、
及び難治性結核予後診断法の開発

近畿中央胸部疾患センター  (23施設 ) H21年度 ～ H23年度

新しい抗リウマチ薬(インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブ、
トシリズマブ等)による結核発症に対する予防・診断法の評価調査と

メカニズムの解析

近畿中央胸部疾患センター  蓼鑑瑶義
H22年度 ～



国立病院機構臨床評価指標 (抜粋)

″
・1.結核入院患者DOTS実施率 122.排 菌陽齢

簿趙 日数

計測方法

【分子】分母対象例のうち、OOTS開始がなされた●者

計 測 方 法

【分子】分母対象例の在院日数(退院日―入院日+1)の総和

【分母】計瀾期間内に結核病床に入院中で、主病名が「肺結核Jかつ

3日 以上180日 未満の期間入院した●者で、抗糖被薬が処

方された患者敗

【分母】計潤期間内に結核病床から退院した患者のうち、主病名が「肺結
核Jで、入院期間が3日 以上、180日未満であつた患者で「痰菫ホ
標本」で隅性であつた実患者数(多剤耐性結核患者数を除く)

94.50/。

97.30/。

98.70//。

69.9

69.6

74.6

日

日

日

■年度別比較【平均値】 ■年度別比較【平均値】

排菌陽性結核で入院した患者が年間20人以上であった施設におけるDOTS実 施率 排菌陽性結校で入院した患者が年間20人 以上であった施設における同疾患患者の平均在院 日数
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全国病院ネットワークによる人的 口技術的 口資金的な相互支援を実施しながら、

診療・臨床研究・教育研修が一体となつた事業を展開

民間ではアプローチが困難な医療

0国|=病院機構の病沐シ干7●

①心神喪失者等医療観察法■|

Q■ン不
―
卜甲フイ■ ■|

‐∝ 症
'い
身障害 | |‐  |:‐ |

:‐
 ‐

| 
‐
 |  |           

‐  ‐
|

1淵7.1「1'「lマ
(多剤耐性結核など難治性の患者を1多く―受入)

O新型インフルエンザヮクチン(HlNl)の臨床試験等を、
1厚生‐労働省の要請を受けて、迅速に実施し、有効性・
1安全性等を検証。

(短期間で2万人を超える被験者のデ
=夕

を収集)

→ ワクチン接種回数の決定など医療政策の方針
決定に貢献

○ネットワークを活用したEBMのためのエビデンス
づくりの推進など臨床現場と一体となつた大規模臨

床研究を実施

○入院治験をはじめとする難易度の高い治験など迅速

で質の高い治験を実施

☆過去 3年間に承認された268品 目のうち
約6割 (154品 目)の治験に参画

厚生労働省の要請に基づき、新型インフ肛ガ'発生時に

検疫所等へ、延べ医師237名 、看護師282名 を派遣

○災害等における活動
災害医療センターを中心とした全国の国立病院機構
災害拠点病院が国、自治体等と連携し活動 :

機構病院のD‖AT:21病 院 60チーム

☆新潟中越地震発生直後より医療班を派遣するなど:

‐継続的に医療
=援

を実施 35病院 エベ64班 派遣

○国民保護法において、国民のために医療を確保する
法的義務が課されている(国レベルでは当機構と日赤のみ)

国の政策上、特に体制確保が求められる事業

04疾病 5事業
がん :60病院  循環器 :50病院        |
脳卒中 :33病院  糖尿病 :41病院        |
救急医療 救命救急センター:17病院

救急輸番参カロ病院 :67病院      |
災害拠点病院 :17病院  へき地拠点病院 :7病院

周産期医療 総合周産期 :4病院 地域周産期 :14病院
小児医療 4ヽ児医療拠点病院|:17病院    |  |

救急輪番参加病院 :38病院     ■|

☆地域医療連携  ‐  ‐          ■■|

地域医療支援病院 40病院
紹介率 55,0% 逆紹介率 44:1%

地域連携パス実施病院数 :65病院

○質の高い医師、看護師等の育成

臨床研修指定病院 基幹型 53病院
協力型 116病院

機構独自の専修医制度 (後期研修) .
○特定看護師 (仮称)の育成に向けた取組 |  ‐
東京医療保健大学国立病院機構校の開設(H224)

○職種横断的な研修の実施
(チーム医療推進のための研修)

○災害医療、EBMの推進などについて、

臨床と一体となつた質の高い医療従事者の

研修の実施

73.411

‐
1 

‐  ‐‐ 1   ()5: 5%

御

tllt"1%
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第22回厚生科学審議会感染症分科会結核部会座席図

傍 聴 席

平成22年 12月 20日 (月 )15:00～ 17:00

於 :内閣府 (中 央合同庁舎第 4号館)
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